
近
世
の
本
願
寺
、
そ
の
日
そ
の
日

―
―
近
世
の
長
崎
御
坊
の
一
コ
マ
―
―

左

右

田

昌

幸

は
じ
め
に

本
稿
に
は
、
次
の
よ
う
な
執
筆
の
由
来
が
あ
り
ま
す
。
筆
者
は
、

同
和
教
育
振
興
会
発
行
の
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
『
振
興
会
通
信
』
に
連

載
し
て
い
る
「
同
朋
運
動
史
の
窓
」
で
、
宝
暦
十
一
年
（
一
七
六

一
）
五
月
十
九
日
附
長
崎
御
坊
称
名
寺
宛
の
本
願
寺
坊
官
・
家
老

衆
四
人
連
署
状
を
取
り
あ
げ
ま
す
（
す
で
に
脱
稿
し
て
い
ま
す
が
、

刊
行
は
か
な
り
先
の
こ
と
に
な
り
ま
す
。
二
〇
二
五
年
頃
に
は
刊

行
に
な
る
で
し
ょ
う
）
。
こ
の
連
署
状
に
「
河
原
者
」
に
関
す
る

二
百
字
ほ
ど
の
記
述
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
記
事
の
内
容
を
読
み
込

ん
で
解
説
す
る
た
め
に
、
そ
の
前
後
の
時
期
に
お
け
る
長
崎
御
坊

に
つ
い
て
、
筆
者
に
手
の
届
く
範
囲
で
史
料
を
探
索
す
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。
探
索
の
結
果
は
、
「
河
原
者
」
に
関
す
る
問
題
は

す
で
に
落
着
し
た
と
い
う
短
い
記
事
に
は
出
会
い
ま
し
た
が
、
具

体
的
な
内
容
は
判
明
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
の
史
料
探
索
の
過
程
で
筆
者
の
興
味
ア
ン
テ
ナ
が
別
の
ポ
イ

ン
ト
に
反
応
し
、
こ
の
本
稿
を
書
く
に
い
た
っ
た
次
第
で
す
。

筆
者
は
、
九
州
地
域
の
真
宗
史
に
つ
い
て
は
完
全
に
勉
強
不
足

で
、
地
理
勘
・
歴
史
勘
も
あ
り
ま
せ
ん
。
現
在
、
長
崎
市
に
は
本

願
寺
の
別
院
が
な
い
こ
と
も
あ
り
、
諫
早
市
の
長
崎
教
堂
に
つ
い

て
調
べ
れ
ば
、
そ
の
前
史
と
し
て
で
も
長
崎
御
坊
に
言
及
さ
れ
て

い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
出
発
し
ま
し
た
。
そ
の

程
度
の
覚
束
な
い
出
発
で
し
た
が
、
近
世
の
長
崎
御
坊
が
大
光
寺

か
ら
出
発
し
て
い
る
こ
と
が
判
り
ま
し
た
。
『
長
崎
県
の
地
名
』

（
日
本
歴
史
地
名
大
系
第
四
三
巻
、
平
凡
社
、
二
〇
〇
一
年
。
以

下
、
地
名
大
系
と
略
記
し
ま
す
）
の
項
目
「
大
光
寺
」
の
記
述
を

（1）2023 年 9 月 30 日 本願寺史料研究所報 (第 65 号)

本
願
寺
史
料
研
究
所
報

第 65号

発
行
所

本
願
寺
史
料
研
究
所

〒
六
〇
〇
―
八
二
六
八

京
都
市
下
京
区
七
条
大
宮
上
ル

龍
谷
大
学
大
宮
図
書
館
内

電

話

〇
七
五
―
三
四
三
―
三
三
一
一

内
線
（
五
四
一
八
）

発
行
者

所
長

赤

松

徹

眞

発
行
日

二
〇
二
三
年
九
月
三
〇
日



点
検
し
て
み
る
と
、
そ
の
記
述
が
本
願
寺
の
史
料
（
本
願
寺
所
蔵

分
・
本
願
寺
史
料
研
究
所
保
管
分
・
龍
谷
大
学
所
蔵
分
な
ど
を
総

称
し
て
い
ま
す
）
を
探
索
す
る
と
き
の
大
き
な
道
し
る
べ
に
な
り

ま
し
た
。

筆
者
の
現
状
で
は
、
項
目
「
大
光
寺
」
で
記
述
の
根
拠
に
な
っ

て
い
る
地
元
の
史
料
を
、
直
接
手
に
取
っ
て
確
認
す
る
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
。
か
な
り
信
頼
の
お
け
る
も
の
で
あ
ろ
う
こ
と
が
感
じ

ら
れ
ま
す
。
地
名
大
系
の
項
目
「
大
光
寺
」
の
記
述
は
非
常
に
興

味
深
い
の
で
す
が
、
筆
者
が
直
接
手
に
取
れ
た
本
願
寺
の
史
料
に

よ
っ
て
少
し
補
訂
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
が
あ
る
と
思
い
ま

す
。
そ
の
補
訂
が
、
こ
の
項
目
の
目
標
で
す
。

本
願
寺
の
史
料
に
は
、
大
光
寺
の
開
基
の
由
来
に
つ
い
て
は
記

述
が
あ
り
ま
せ
ん
。
地
名
大
系
も
採
用
し
て
い
る
「
木
仏
之
留
」

の
記
述
を
確
認
す
る
こ
と
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
。「
木
仏
之
留
」

に
よ
れ
ば
、
元
和
七
年
（
一
六
二
一
）
五
月
二
十
六
日
に
「
肥
前

国
彼
杵
郡
長
崎
津
大
光
寺
」
に
本
尊
が
授
与
さ
れ
て
い
ま
す
。

願
主
は
「
大
光
寺
釈
慶
了
」
で
す
（
千
葉
乗
隆
編
『
木
仏
之
留
・

御
影
様
之
留
』
本
願
寺
史
料
集
成
、
同
朋
舎
、
一
九
八
〇
年
）
。

補
訂
を
試
み
る
の
は
、
地
名
大
系
の
以
下
の
記
述
で
す
。
要
約

的
に
箇
条
書
き
に
し
ま
す
が
、
地
名
大
系
で
使
用
さ
れ
て
い
る
用

語
は
尊
重
し
て
示
し
ま
す
。

（
一)

慶
安
二
年
（
一
六
四
九
）
二
世
西
詠
が
寺
地
を
本
願

寺
に
献
上
し
た
こ
と
で
、
本
願
寺
の
兼
務
所
と
な
り
、

御
坊
の
格
式
を
受
け
、
長
崎
の
触
頭
と
な
っ
た
。

（
二
）
こ
れ
以
降
は
、
西
詠
の
子
孫
が
御
坊
留
守
居
と
称
し
、

本
願
寺
派
遣
の
輪
番
僧
が
住
持
方
を
勤
め
た
。

（
三
）
延
享
三
年
（
一
七
四
六
）
六
世
慶
栄
が
退
院
を
命
じ

ら
れ
、
大
光
寺
の
寺
号
は
絶
え
、
長
専
寺
・
随
専
寺
な

ど
を
称
し
た
。

（
四
）
天
明
元
年
（
一
七
八
一
）
に
入
っ
た
八
世
達
了
が
、

同
五
年
に
本
願
寺
か
ら
住
持
職
を
許
さ
れ
、
「
同
一
一

（

マ

マ

）

年
」
に
旧
寺
号
に
復
し
た
（
た
だ
し
、
天
明
に
十
一
年

は
な
い
の
で
「
同
二
年
」
の
校
正
ミ
ス
か
と
思
い
ま
す
）
。

（
五
）
文
化
八
年
（
一
八
一
一
）
八
世
達
了
は
院
家
に
昇
進
。

以
下
、(

一)

～(

五)

に
つ
い
て
、
順
番
に
補
訂
を
試
み
ま
す
。

一

御
坊
の
由
緒
と
性
格

ま
ず
最
初
は
、
地
名
大
系
の
記
述
の
要
点
（
一
）
に
つ
い
て
で

す
（
以
下
、
補
訂
を
試
み
る
地
名
大
系
の
記
述
の
要
点
に
つ
い
て

は
以
下
、
地
名
大
系
（
一
）
な
ど
と
略
し
ま
す
）
。
本
願
寺
の
史

料
で
は
、
大
光
寺
の
由
来
に
直
接
的
に
触
れ
て
い
る
も
の
が
あ
り

ま
せ
ん
。
本
願
寺
の
史
料
で
、
長
崎
御
坊
が
ど
の
よ
う
な
御
坊
で

あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
か
の
史
料
を
提
示
す
る
こ
と
か
ら
出
発

し
ま
し
ょ
う
。
長
崎
御
坊
は
、
「
延
宝
五
年
八
月
朔
日
光
隆
寺
知

(

一

六

七

七

）

空
四
十
四
齢
」
と
い
う
奥
書
を
持
つ
「
諸
国
御
坊
由
緒
書
」
（
龍

谷
大
学
蔵
）
で
、
「
寛
永
年
中
慶
了
と
申
僧
、
一
宇
建
立
、
寺
号

本
尊
望
申
時
、
准
如
上
人
へ
望
、
御
坊
ニ
成
申
候
、
住
持
へ
大
光
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寺
と
寺
号
被
下
、
常
住
持
之
留
守
居
也
」
と
あ
り
ま
す
。
知
空
は

奥
書
の
あ
と
に
も
「
此
十
二
ケ
処
ハ
住
持
も
ち
の
御
坊
也
」
と
記

す
御
坊
の
一
つ
に
長
崎
御
坊
を
あ
げ
て
い
ま
す
。

本
願
寺
の
史
料
で
近
世
前
期
に
遡
っ
て
も
っ
と
も
信
頼
の
お
け

る
長
崎
御
坊
の
記
録
は
、
地
名
大
系
も
採
用
し
て
お
り
、
さ
き
に

「諸国所々江遣書状留」

寛延元年正月十二日附長崎御坊聞光

寺宛の月番下間少進書状部分

「諸国所々江遣書状留」

表紙

紹
介
し
た
元
和
七
年
（
一
六
二
一
）
五
月
二
十
六
日
に
大
光
寺
慶

了
が
本
尊
を
授
与
さ
れ
た
記
事
で
す
。
筆
者
に
は
、
こ
れ
以
外
に

本
願
寺
の
史
料
に
長
崎
御
坊
の
出
発
を
示
す
記
事
を
見
い
だ
せ
て

い
ま
せ
ん
。

長
崎
御
坊
の
出
発
に
関
す
る
状
況
が
判
ら
な
い
の
は
、
寛
延
元

年
（
一
七
四
八
）
段
階
の
本
願
寺
で
も
同
じ
で
し
た
。
寛
延
元
年

正
月
十
二
日
附
の
長
崎
御
坊
聞
光
寺
宛
の
月
番
下
間
少
進
書
状

（
「
諸
国
所
々
江
遣
書
状
留
」
。
以
下
、
「
諸
国
江
遣
書
状
之
留
」

と
略
し
ま
す
。
ま
た
、
同
史
料
の
未
刊
行
分
に
つ
い
て
は
、
年
月

日
条
の
み
記
し
ま
す
）
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
り
ま
す
（
本
頁
上

段
に
画
像
を
掲
載
し
ま
し
た
）
。

一
先
達
而
被
申
登
候
、
其
御
坊
由
緒
公
辺
ゟ
尋
之
儀
、
大
形

相
済
候
由
、
併
自
庵
ヲ
御
坊
被
仰
付
候
年
号
之
儀
難
相
知

段
被
申
越
、
爰
許
ニ
而
茂
年
久
敷
事
故
聢
与
難
相
知
候
、

被
申
越
候
通
、
木
仏
寺
号
ニ
茂
元
和
七
年
五
月
被
成
御
免

候
、
其
節
一
所
ニ
御
坊
被
仰
付
候
趣
、
御
本
山
書
附
等
在

之
候
間
、
其
心
得
ヲ
以
可
被
申
入
候
、
細
成
義
者
急
ニ
難

相
知
候

月
番
下
間
少
進
は
、
元
和
七
年
に
本
尊
が
許
可
さ
れ
た
と
き
に
、

「
其
節
一
所
ニ
御
坊
被
仰
付
候
趣
、
御
本
山
書
附
等
在
之
候
間
」

と
記
し
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
を
ど
の
程
度
信
用
し
て
い
い
の
か
疑

問
が
あ
り
ま
す
。
提
示
し
た
記
事
は
、
紀
伊
国
鷺
森
御
坊
か
ら
赴

任
し
た
聞
光
寺
が
、
長
崎
奉
行
所
よ
り
御
坊
の
由
緒
と
し
て
「
自
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庵
」
（
「
住
持
も
ち
」
と
い
う
こ
と
）
が
御
坊
に
仰
せ
つ
け
ら
れ

た
年
号
を
尋
ね
ら
れ
、
そ
れ
に
回
答
す
る
た
め
に
「
こ
の
方
向
で

回
答
せ
よ
」
と
い
う
文
脈
で
の
指
示
で
す
の
で
、
元
和
七
年
五
月

の
「
木
仏
寺
号
」
以
外
の
「
書
附
」
が
本
願
寺
に
あ
っ
た
と
は
考

え
に
く
い
よ
う
に
感
じ
ま
す
。
本
願
寺
自
身
が
主
体
的
に
作
成
し

た
幕
末
期
の
下
寺
開
基
帳
「
肥
前
国
彼
杵
郡
・
基
肄
郡
」
（
清
書

本
。
以
下
、
下
寺
開
基
帳
と
略
記
し
ま
す
）
で
も
木
仏
・
寺
号
に

つ
い
て
は
「
長
崎
御
坊
留
主
居
大
光
寺
」
に
つ
い
て
「
元
和
七
辛

酉
年
五
月
廿
六
日
、
慶
了
」
と
あ
り
ま
す
が
、
「
一
開
基
」
の
下

は
空
白
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
同
下
寺
開
基
帳
に
は
「
御
末

寺
帳
ニ
御
兼
帯
所
ト
ア
リ
」
あ
る
の
に
つ
づ
い
て
朱
筆
で
「
御
免

物
ニ
御
坊
と
ア
リ
」
と
も
あ
り
ま
す
の
で
、
本
願
寺
の
御
抱
地
で

あ
る
長
崎
御
坊
の
位
置
づ
け
が
、
御
坊
で
あ
る
の
か
、
そ
の
一
段

下
の
位
置
づ
け
の
御
兼
帯
所
な
の
か
に
つ
い
て
、
本
願
寺
内
部
で

の
認
識
に
揺
ら
ぎ
が
発
生
し
て
い
た
よ
う
に
も
み
え
ま
す
。

宝
暦
三
年
（
一
七
五
三
）
正
月
十
一
日
附
長
崎
御
坊
聞
光
寺
宛

の
坊
官
・
家
老
衆
三
人
連
署
状
に
は
、
「
其
御
坊
由
緒
書
之
写
令

落
手
候
、
猶
後
便
可
申
入
候
」
と
あ
り
ま
す
の
で
、
長
崎
御
坊
に

着
任
し
た
聞
光
寺
は
、
前
引
の
寛
延
元
年
正
月
十
二
日
附
月
番
下

間
少
進
書
状
に
あ
っ
た
よ
う
に
大
光
寺
の
由
緒
を
調
査
す
る
必
要

が
あ
っ
て
調
査
を
お
こ
な
い
、
宝
暦
三
年
に
な
っ
て
本
願
寺
に
長

崎
御
坊
の
由
緒
を
報
告
し
た
の
で
し
ょ
う
（
以
下
、
坊
官
・
家
老

衆
の
連
署
状
は
連
署
人
数
を
示
す
に
と
ど
め
ま
す
）。

し
か
し
、
こ
の
「
御
坊
由
緒
書
之
写
」
に
は
、
開
基
の
年
月
日

や
開
基
僧
、
寺
地
の
献
上
な
ど
の
事
情
が
具
体
的
に
書
か
れ
て
い

た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
、
作
成
時
期
が
だ
い
ぶ

新
し
く
な
る
下
寺
開
基
帳
に
は
反
映
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
す
。

な
お
、
残
念
な
が
ら
本
願
寺
に
提
出
さ
れ
た
「
御
坊
由
緒
書
之
写
」

は
所
在
不
明
で
す
。
地
名
大
系
（
一
）
に
つ
い
て
筆
者
が
書
け
る

の
は
以
上
の
よ
う
な
こ
と
で
す
。

な
お
、
長
崎
の
触
頭
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
筆
者
は
本
願
寺

側
の
記
録
と
し
て
「
本
願
寺
通
記
」
（
千
葉
乗
隆
『
真
宗
教
団
の

組
織
と
制
度
』
同
朋
舎
、
一
九
七
八
年
）
に
「
触
頭
之
分
」
と
し

て
佐
賀
の
願
正
寺
と
と
も
に
「
肥
前
長
崎
大
光
寺
」
と
記
載
さ
れ

て
い
る
の
を
見
い
だ
し
た
だ
け
で
す
。
こ
の
点
は
、
そ
も
そ
も
触

頭
制
が
本
願
寺
が
主
導
し
た
制
度
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
本

願
寺
側
の
記
録
状
況
に
影
響
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

二

御
坊
の
留
守
居
と
輪
番

地
名
大
系
（
二
）
に
つ
い
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
（
二
）
に

お
け
る
住
持
方
は
本
願
寺
か
ら
派
遣
さ
れ
輪
番
僧
が
勤
め
た
と
い

う
記
述
は
訂
正
が
必
要
か
と
思
え
ま
す
。
長
崎
御
坊
は
「
自
庵
」

（
「
住
持
も
ち
」
）
の
御
坊
と
し
て
出
発
し
て
い
ま
す
の
で
、
輪

番
が
本
願
寺
か
ら
派
遣
さ
れ
る
こ
と
は
、
地
名
大
系
（
三
）
の
大

心
寺
慶
栄
が
退
寺
と
な
る
延
享
三
年
（
一
七
四
六
）
ま
で
は
な
か

っ
た
は
ず
で
す
（
な
お
、
留
守
居
の
表
記
に
つ
い
て
は
、
地
の
文

で
は
留
守
居
を
、
史
料
中
は
史
料
の
ま
ま
と
し
ま
す
）。

そ
の
裏
付
け
に
な
る
か
微
妙
で
す
が
、
少
し
記
事
を
提
示
し
て

お
き
ま
し
ょ
う
。
本
願
寺
の
頼
母
・
兵
庫
・
監
物
の
三
人
は
、
貞
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享
二
年
（
一
六
八
五
）
正
月
晦
日
附
で
大
和
御
坊
の
信
光
寺
・
円

照
寺
・
専
立
寺
・
円
成
寺
・
称
念
寺
の
五
か
寺
・
大
坂
御
坊
・
日

高
御
坊
・
金
沢
御
坊
・
黒
江
御
坊
な
ど
に
、
貞
享
三
年
二
月
の
良

如
宗
主
二
十
五
回
忌
に
つ
い
て
の
連
署
状
を
発
給
し
て
い
ま
す

（
福
間
光
超
編
『
諸
国
江
遣
書
状
之
留

一
』
本
願
寺
史
料
集
成
、

同
朋
舎
、
一
九
八
二
年
）
。
そ
の
宛
所
の
一
つ
に
長
崎
御
坊
が
あ

る
の
で
す
が
、
長
崎
御
坊
大
光
寺
と
し
か
記
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

ま
た
、
「
富
島
旧
記
」
の
な
か
の
「
天
和
二
年
已
降
日
記
」
宝
永

二
年
（
一
七
〇
五
）
条
に
「
今
年
、
長
崎
御
坊
へ
等
身
御
影
御
免
、

御
礼
銀
十
貫
目
上
ル
」
と
あ
り
ま
す
。
や
は
り
御
坊
と
し
て
は
大

光
寺
で
、
そ
の
住
職
が
留
守
居
な
の
で
し
ょ
う
。
そ
の
よ
う
な
寺

院
と
し
て
の
御
坊
に
本
願
寺
か
ら
住
職
（
住
職
が
輪
番
）
と
し
て

派
遣
さ
れ
る
と
い
う
事
態
は
、
考
え
に
く
い
と
思
い
ま
す
。

な
お
余
談
を
少
し
。
長
崎
御
坊
の
親
鸞
聖
人
等
身
御
影
は
宝
暦

二
年
に
「
古
御
影
」
と
し
て
「
他
寺
江
寄
附
有
之
度
」
と
願
う
の

で
す
が
、
「
寄
附
或
者
譲
り
申
事
御
寺
法
堅
ク
御
停
止
」
と
し
て

認
め
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
（
宝
暦
二
年
九
月
朔
日
附
長
崎
御
坊
聞

光
寺
宛
の
三
人
連
署
状
）
。

三

慶
栄
の
退
院
と
そ
の
後

延
享
三
年
（
一
七
四
六
）
に
大
光
寺
慶
栄
が
退
院
を
命
じ
ら
れ

た
と
い
う
事
態
が
発
生
し
た
わ
け
で
す
が
、
そ
の
原
因
に
つ
い
て

は
不
明
な
点
が
多
く
あ
り
ま
す
。

本
願
寺
の
史
料
で
も
、
大
光
寺
慶
栄
が
退
院
を
命
じ
ら
れ
た
こ

と
は
確
認
で
き
ま
す
。
し
か
し
、
大
光
寺
の
寺
号
は
絶
え
た
と
い

う
点
と
、
そ
の
後
は
長
専
寺
・
随
専
寺
な
ど
を
称
し
た
と
い
う
点

な
ど
に
つ
い
て
は
、
か
な
り
補
訂
が
必
要
で
す
。

ま
ず
、
大
光
寺
慶
栄
の
退
院
に
つ
い
て
、
本
願
寺
の
史
料
を
一

つ
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。
延
享
三
年
三
月
条
で
す
。

申
渡

長
崎
御
坊
大
光
寺

留
守
居
慶
栄

其
方
儀
、
御
坊
御
留
守
居
之
身
分
と
し
て
法
役
疎
く
、
御
坊

附
之
法
物
共
致
散
乱
、
其
身
不
行
跡
之
品
々
、
御
本
山
へ
相

聞
重
々
不
届
ニ
付
、
追
寺
被
仰
付
候
間
、
早
速
立
退
可
申
候
、

尤
御
坊
近
辺
徘
徊
御
構
被
成
候
、
眷
属
之
儀
者
数
代
相
勤
事

故
、
御
慈
悲
を
以
其
儘
被
指
置
候
也

寅
三
月

一
本
願
寺
御
門
跡
掛
所
留
主
居
、
其
御
地
大
光
寺
慶
栄
儀
、

不
行
跡
ニ
付
段
々
不
届
之
儀
有
之
、
此
度
本
山
よ
り
追
寺

申
附
候
、
尤
眷
属
之
儀
者
憐
愍
之
筋
を
以
其
儘
差
置
、
門

徒
共
ゟ
宜
致
世
話
候
様
ニ
申
聞
候
、
右
慶
栄
義
理
不
尽
者

之
儀
ニ
御
座
候
得
者
、
已
後
如
何
様
之
儀
出
来
、
公
儀
御

苦
労
方
ニ
相
成
候
儀
難
計
御
座
候
、
門
徒
共
も
甚
タ
気
遣

仕
候
ニ
付
、
其
御
地
被
指
構
立
入
不
申
候
様
ニ
被
成
下
候

事
、
御
門
主
ゟ
御
頼
被
成
候
、
則
使
僧
光
蓮
寺
御
差
下
被

成
候
間
、
演
説
之
趣
宜
御
許
容
被
成
可
申
上
候
、
以
上

本
願
寺
御
門
跡
内
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三
月

四
人
印

長
崎御

奉
行
所

提
示
し
た
以
上
の
史
料
引
用
は
控
え
ま
す
が
、
他
の
関
係
記
事

に
は
「
手
鎖
」
「
押
込
」
や
「
遠
島
」
な
ど
の
処
分
を
求
め
て
い

る
箇
所
も
あ
り
、
大
光
寺
慶
栄
に
対
す
る
処
罰
を
長
崎
奉
行
に
求

め
る
本
願
寺
の
意
志
に
は
、
本
願
寺
と
し
て
た
ん
に
「
追
寺
」
を

命
じ
て
済
む
よ
う
な
レ
ベ
ル
で
は
な
く
、
非
常
に
厳
し
い
も
の
が

あ
り
ま
し
た
。

ま
た
本
願
寺
で
は
、
長
崎
奉
行
の
田
付
阿
波
守
が
京
都
伏
見
を

通
行
す
る
機
会
を
捉
え
て
、
直
接
接
触
す
る
こ
と
も
考
慮
さ
れ
ま

し
た
が
、
慶
栄
の
処
分
の
問
題
は
旅
中
で
は
受
理
さ
れ
な
い
で
あ

ろ
う
と
し
て
、
長
崎
御
坊
に
は
光
蓮
寺
が
派
遣
さ
れ
る
こ
と
だ
け

を
伝
え
た
よ
う
で
す
（
延
享
三
年
七
月
十
一
日
附
と
八
月
八
日
附

長
崎
御
坊
大
光
寺
使
僧
光
蓮
寺
宛
の
四
人
連
署
状
）。

慶
栄
に
対
す
る
処
分
に
対
し
て
、
「
眷
属
之
儀
者
憐
愍
之
筋
を

以
其
儘
差
置
」
と
も
あ
り
ま
す
の
で
、
慶
栄
の
家
族
は
大
光
寺
に

残
り
、
そ
の
世
話
を
門
徒
た
ち
に
命
じ
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
れ

ば
、
大
光
寺
の
寺
号
が
絶
え
た
と
い
う
状
況
で
は
な
い
と
考
え
ら

れ
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
住
職
が
い
な
い
無
住
状
態
に
な
っ
た
と
い
う

こ
と
で
し
ょ
う
。
た
と
え
ば
、
宝
暦
二
年
三
月
晦
日
に
は
、
「
大

光
寺
門
徒
肥
前
国
彼
杵
郡
長
崎
袋
町
石
崎
太
兵
衛
」
が
九
字
名
号

・
十
字
御
名
号
を
授
与
さ
れ
て
い
る
記
事
が
あ
り
ま
す
。

で
は
、
慶
栄
が
退
寺
と
な
っ
て
以
降
、
長
崎
御
坊
は
ど
の
よ
う

な
状
況
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
延
享
三
年
三
月
二
十
六
日
附

長
崎
御
坊
附
法
中
・
門
徒
中
宛
の
四
人
連
署
状
に
は
「
跡
御
留
主

居
之
儀
者
、
門
徒
中
相
談
之
上
可
被
願
上
候
」
と
あ
り
ま
す
が
、

使
僧
と
し
て
派
遣
さ
れ
た
河
内
国
光
蓮
寺
は
「
御
坊
御
留
守
居
相

定
候
迄
、
貴
寺
御
坊
御
勤
之
儀
、
寺
社
役
人
中
迄
届
置
可
申
旨
致

承
知
、
則
御
奉
行
所
江
之
一
紙
ニ
書
入
遣
之
候
」
（
延
享
三
年
七

月
十
一
日
附
使
僧
光
蓮
寺
宛
の
四
人
連
署
状
）
と
し
て
、
結
局
、

延
享
四
年
七
月
に
聞
光
寺
に
交
代
す
る
ま
で
長
崎
御
坊
に
と
ど
ま

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

光
蓮
寺
は
、
延
享
三
年
五
月
二
十
二
日
に
長
崎
御
坊
に
到
着
し

ま
す
。
そ
の
時
の
長
崎
御
坊
の
状
況
は
、
延
享
三
年
七
月
十
一
日

附
使
僧
光
蓮
寺
宛
の
四
人
連
署
状
に
よ
れ
ば
、
長
崎
御
坊
で
は
慶

栄
に
随
従
し
て
使
僧
光
蓮
寺
を
受
け
入
れ
な
い
門
徒
た
ち
が
お

り
、
彼
ら
が
「
偽
を
以
願
事
ニ
上
京
可
申
」
と
い
う
よ
う
な
噂
も

流
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
そ
し
て
慶
栄
に
よ
っ
て
長
崎
御
坊
を
追

い
出
さ
れ
た
役
僧
も
い
た
よ
う
で
、
御
坊
の
運
営
の
再
建
に
は
、

「
慶
栄
追
出
シ
候
伴
僧
之
内
、
正
直
成
も
の
弐
三
人
被
呼
戻
、
御

坊
無
人
ニ
付
御
勤
さ
せ
」
る
こ
と
が
必
要
な
状
況
で
し
た
。

本
願
寺
の
三
人
は
連
署
状
で
、
光
蓮
寺
を
受
け
入
れ
な
い
門
徒

た
ち
に
つ
い
て
、
光
蓮
寺
の
添
状
が
な
け
れ
ば
彼
ら
の
願
書
は
受

理
し
な
い
こ
と
を
伝
え
る
と
と
も
に
、
光
蓮
寺
に
「
大
暑
之
時
分

長
途
御
下
向
、
殊
更
不
法
之
も
の
と
も
御
申
付
、
重
々
御
辛
労
御

太
儀
存
候
、
随
分
御
堅
固
御
勤
専
要
存
候
」
と
慰
労
と
激
励
の
言

葉
を
最
後
に
記
し
て
い
ま
す
。

不
穏
な
状
況
は
簡
単
に
は
鎮
静
化
し
な
か
っ
た
よ
う
で
す
が
、
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延
享
三
年
十
二
月
十
一
日
附
光
蓮
寺
宛
の
四
人
連
署
状
に
は
、「
然

者
九
月
廿
八
日
御
奉
行
所
へ
被
罷
出
、
両
通
之
連
署
差
出
シ
被
申

候
処
、
田
附
阿
波
守
殿
御
逢
被
成
、
書
付
御
披
見
、
其
上
慶
栄
儀

能
々
呑
込
、
事
済
候
段
珍
重
存
候
」
と
あ
り
ま
す
の
で
、
長
崎
奉

行
に
対
し
て
は
一
件
落
着
と
な
り
ま
し
た
。

連
署
状
で
は
、
こ
の
一
件
の
落
着
に
尽
力
し
た
奉
行
所
の
役
人

な
ど
へ
の
「
御
付
届
」
に
つ
い
て
も
言
及
さ
れ
、
最
後
に
「
為
念

御
奉
行
所
へ
御
口
上
之
趣
書
付
入
御
一
覧
候
」
と
あ
っ
て
、
長
崎

奉
行
所
へ
の
対
応
で
問
題
が
な
い
よ
う
に
と
の
念
が
入
れ
ら
れ
て

い
ま
す
。
な
お
、
こ
の
連
署
状
に
は
残
念
な
が
ら
、
長
崎
奉
行
所

が
慶
栄
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
処
分
を
お
こ
な
っ
た
か
は
筆
録
さ

れ
て
い
ま
せ
ん
。
連
署
状
の
後
ろ
に
は
「
御
奉
行
所
江
御
口
上
之

覚
」
が
筆
録
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
内
容
は
光
蓮
寺
が
着
任
し

た
こ
と
の
挨
拶
で
す
。

さ
き
に
少
し
記
し
た
よ
う
に
、
光
蓮
寺
に
交
代
し
て
長
崎
御
坊

に
派
遣
さ
れ
た
の
は
聞
光
寺
で
す
。
延
享
四
年
六
月
十
四
日
附
紀

伊
国
鷺
森
御
坊
長
安
寺
宛
の
三
人
連
署
状
に
は
、
「
肥
前
長
崎
御

坊
御
留
主
居
、
列
座
之
内
ゟ
御
差
下
シ
被
成
候
、
就
夫
其
御
坊
聞

光
寺
被
仰
付
御
差
下
シ
可
被
成
哉
之
沙
汰
ニ
在
之
候
」
と
あ
り
ま

す
。
聞
光
寺
と
は
鷺
森
御
坊
に
「
列
座
」
し
て
い
る
紀
伊
国
の
寺

院
で
す
。
赴
任
の
期
間
は
、
同
連
署
状
に
「
尤
三
年
程
在
番
交
代

被
仰
付
候
」
と
あ
り
ま
す
の
で
、
三
年
程
度
が
想
定
さ
れ
て
い
ま

し
た
。

少
し
問
題
と
な
っ
た
の
は
、
ど
の
よ
う
な
立
場
で
着
任
す
る
の

か
と
い
う
点
で
す
。
同
年
六
月
二
十
日
附
鷺
森
御
坊
長
安
寺
宛
の

四
人
連
署
状
に
「
尤
長
崎
御
坊
輪
番
ニ
而
者
無
之
、
列
座
御
留
主

居
ニ
差
下
シ
候
」
と
あ
り
ま
す
。
本
願
寺
自
身
は
留
守
居
で
の
派

遣
で
は
な
く
、
本
来
な
ら
ば
輪
番
の
派
遣
で
あ
る
べ
き
だ
と
考
え

て
い
ま
し
た
。
知
空
が
「
諸
国
御
坊
由
緒
書
」
に
書
い
た
よ
う
に
、

長
崎
御
坊
の
基
本
的
な
性
格
が
「
住
持
も
ち
の
御
坊
」
で
す
か
ら
、

留
守
居
が
退
寺
と
な
っ
て
本
願
寺
か
ら
聞
光
寺
が
派
遣
さ
れ
る
の

で
あ
れ
ば
輪
番
で
あ
る
べ
き
と
い
う
論
理
で
す
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
延
享
四
年
七
月
九
日
附
光
蓮
寺
宛
の
三

人
連
署
状
を
紹
介
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

御
札
致
披
見
候
、
先
以
ー
ー
、
然
者
長
崎
御
坊
江
紀
州
聞
光

寺
御
留
主
居
被
仰
付
候
儀
御
申
越
御
帋
面
之
趣
致
承
知
候
、

併
輪
番
与
可
申
付
旨
候
得
共
、
最
早
先
日
聞
光
寺
へ
御
留
主

居
と
申
渡
、
其
上
長
崎
西
勝
寺
・
光
源
寺
江
茂
御
留
主
居
与

申
渡
候
段
申
聞
候
故
、
其
通
ニ
差
置
候
間
、
左
様
御
心
得
御

尤
ニ
候
、
聞
光
寺
御
下
シ
被
成
候
而
茂
、
余
り
久
敷
被
差
置

事
ニ
而
無
之
候
間
、
御
留
主
居
ニ
而
相
済
可
申
儀
と
存
候
、

仍
而
御
報
如
是
御
座
候
、
恐
々
謹
言

七
月
九
日

三
人

河
州
木
本

光
蓮
寺
殿

聞
光
寺
は
三
年
間
と
い
う
期
間
を
目
途
に
長
崎
御
坊
に
着
任
し

た
わ
け
で
す
が
、
は
た
し
て
三
年
で
交
代
で
き
た
の
で
し
ょ
う
か
。

宝
暦
元
年
（
一
七
五
一
）
正
月
二
十
一
日
附
長
崎
御
坊
聞
光
寺
宛
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の
三
人
連
署
状
に
「
御
自
分
交
代
願
之
儀
令
承
知
候
、
先
達
而
相

伺
置
候
間
、
尚
又
可
及
御
沙
汰
候
、
随
分
無
退
屈
可
被
相
務
候
」

と
あ
り
ま
す
の
で
、
聞
光
寺
は
在
任
三
年
を
過
ぎ
た
頃
に
は
交
代

の
希
望
を
本
願
寺
に
伝
え
て
い
た
こ
と
が
判
り
ま
す
。
し
か
し
、

交
代
の
沙
汰
は
先
延
ば
し
さ
れ
、
同
年
七
月
二
十
二
日
附
聞
光
寺

宛
の
主
殿
書
状
に
も
「
未
被
仰
出
候
間
、
従
是
申
入
候
迄
、
其
通

相
務
居
可
被
申
候
」
と
あ
り
ま
す
の
で
、
聞
光
寺
の
希
望
は
法
如

宗
主
に
よ
り
承
認
さ
れ
る
こ
と
に
は
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

称
名
寺
へ
の
交
代
が
沙
汰
さ
れ
た
の
は
、
よ
う
や
く
宝
暦
三
年

十
月
の
こ
と
で
し
た
。
宝
暦
三
年
十
月
二
十
四
日
附
で
本
願
寺
の

宮
内
卿
は
称
名
寺
に
、
「
然
者
長
崎
御
坊
聞
光
寺
交
代
相
願
候
ニ

付
、
跡
役
其
方
江
被
仰
付
候
間
」
と
達
し
ま
す
。
こ
の
交
代
に
も

少
し
裏
の
状
況
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
同
年
十
月
二
十
九
日
附
長

崎
御
坊
講
中
宛
の
三
人
連
署
状
に
は
、
上
京
し
た
聞
光
寺
に
対
し

て
は
本
願
寺
と
し
て
「
重
番
之
義
申
渡
」
し
、
聞
光
寺
も
仕
方
な

く
「
自
分
ニ
者
相
請
候
得
共
」
と
在
職
を
さ
ら
に
延
長
す
る
こ
と

を
了
承
し
ま
す
。
三
人
連
署
状
に
は
つ
づ
い
て
、
門
徒
を
残
し
て

赴
任
し
て
い
る
聞
光
寺
の
状
況
に
つ
い
て
「
紀
州
寺
附
門
徒
中
永

々
在
番
ニ
付
、
寺
相
続
難
成
由
」
と
記
し
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め

聞
光
寺
が
「
達
而
無
拠
交
代
相
願
候
故
」
な
の
で
、
称
名
寺
に
赴

任
を
申
し
付
け
た
と
あ
り
ま
す
。

一
つ
気
に
な
る
の
は
、
宝
暦
三
年
十
月
段
階
で
の
聞
光
寺
か
ら

称
名
寺
へ
の
交
代
は
留
守
居
と
し
て
の
交
代
な
の
か
、
ま
た
称
名

寺
の
赴
任
は
輪
番
と
し
て
の
赴
任
な
の
か
な
ど
に
つ
い
て
は
記
載

が
な
い
こ
と
で
す
。
記
事
に
あ
る
の
は
、
た
ん
に
「
交
代
」
と
い

う
こ
と
だ
け
で
す
。

し
か
し
、
称
名
寺
の
長
崎
御
坊
へ
の
赴
任
が
、
翌
宝
暦
四
年
二

月
十
五
日
附
豊
前
国
小
倉
永
照
寺
と
長
崎
御
坊
講
中
や
長
崎
法
中

・
門
徒
中
に
達
し
た
三
人
連
署
状
で
は
、
三
通
と
も
「
長
崎
御
坊

輪
番
御
留
守
居
称
名
寺
被
仰
付
」
と
な
っ
て
い
ま
す
。
前
任
の
聞

光
寺
の
立
場
の
問
題
が
尾
を
引
い
て
お
り
、
本
願
寺
の
な
か
で
も

明
確
に
は
な
り
き
っ
て
い
な
か
っ
た
状
況
が
窺
え
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
筆
者
は
、
と
り
あ
え
ず
称
名
寺
は
輪
番
で
あ
り
、

住
職
の
い
な
い
長
崎
御
坊
大
光
寺
の
留
守
居
と
し
て
兼
務
す
る
と

い
う
よ
う
な
状
況
と
理
解
し
て
い
ま
す
。

こ
こ
で
少
し
寄
り
道
を
し
て
、
称
名
寺
が
随
専
寺
に
交
代
す
る

ま
で
の
長
崎
御
坊
の
状
況
を
少
し
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
宝

暦
八
年
十
一
月
二
十
七
日
附
鷺
森
御
坊
炤
善
寺
宛
の
月
番
宮
内
卿

の
書
状
に
、
「
長
崎
御
坊
輪
番
交
代
之
風
聞
有
之
ニ
付
、
冷
水
浦

了
賢
寺
兼
而
相
望
居
申
候
由
、
内
意
之
趣
承
置
候
」
と
あ
る
こ
と

に
目
を
引
か
れ
ま
す
。
輪
番
交
代
の
噂
を
聞
き
つ
け
た
紀
伊
国
の

了
賢
寺
が
長
崎
御
坊
の
輪
番
就
任
を
望
ん
で
い
る
の
で
す
が
、
何

か
目
的
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
望
み
は
叶
え
ら
れ
る
こ

と
は
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
了
賢
寺
は
お
そ
ら
く
は
聞

光
寺
か
ら
長
崎
御
坊
の
情
報
を
得
た
上
で
の
望
ん
だ
の
だ
ろ
う
と

想
像
し
ま
す
。
そ
う
だ
と
す
る
と
唐
船
の
長
崎
へ
の
入
港
が
関
係

し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
て
い
ま
す
。

長
崎
御
坊
の
運
営
に
唐
船
の
入
港
が
も
た
ら
す
町
の
賑
わ
い
が

影
響
を
与
え
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
宝

暦
八
年
十
二
月
二
十
五
日
附
長
崎
御
坊
称
名
寺
宛
の
四
人
連
署
状
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に
、
「
近
年
困
窮
之
上
、
入
津
船
及
減
少
、
旁
市
中
困
窮
ニ
付
」

と
み
え
る
他
に
、
宝
暦
九
年
閏
七
月
七
日
附
称
名
寺
宛
の
四
人
連

署
状
に
は
、
「
唐
船
入
津
之
義
被
申
越
、
追
々
賑
敷
相
成
可
申
与

存
候
、
御
遠
忌
之
儀
茂
見
合
被
相
勤
候
様
可
被
致
候
」
と
も
あ
り

ま
す
。
少
な
く
と
も
入
港
し
た
唐
船
が
積
ん
で
い
た
唐
物
は
、
長

崎
御
坊
の
運
営
に
経
済
的
に
影
響
が
あ
り
、
さ
ら
に
唐
物
そ
の
も

に
対
す
る
魅
力
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

た
と
え
ば
、
少
し
時
期
が
新
し
く
な
り
ま
す
が
、
長
御
殿
「
肥

前
国
諸
記
」
天
明
元
年
（
一
七
八
七
）
七
月
二
十
九
日
附
嶋
田
讃

岐
守
宛
の
長
専
寺
書
状
に
は
、
先
代
の
跡
役
と
し
て
長
崎
御
坊
輪

番
に
な
っ
た
長
専
寺
は
、
先
代
が
法
如
宗
主
の
意
向
と
し
て
入
手

を
命
じ
ら
れ
て
い
た
「
御
本
通
之
唐
筆
」
に
つ
い
て
、
「
段
々
吟

味
仕
候
得
共
、
殊
之
外
払
底
御
座
候
而
一
向
無
御
座
候
、
依
之
大

形
似
寄
申
候
筆
調
達
仕
候
故
、
少
々
指
上
申
候
、
此
類
唐
筆
近
頃

ハ
一
向
持
渡
リ
不
申
候
、
猶
又
御
本
通
之
唐
筆
吟
味
仕
調
達
次
第
、

追
々
指
上
可
申
様
仕
度
奉
存
候
間
、
宜
御
執
成
奉
希
候
」
と
書
き

送
っ
て
い
ま
す
（
以
下
、
長
御
殿
「
肥
前
国
諸
記
」
は
役
所
名
を

省
略
し
て
「
肥
前
国
諸
記
」
と
記
し
ま
す
）
。
法
如
宗
主
に
提
出

さ
れ
た
「
似
寄
候
筆
」
は
十
本
で
、
嶋
田
讃
岐
守
は
長
専
寺
に
「
則

差
上
候
処
、
御
満
足
思
召
候
」
と
法
如
宗
主
の
満
足
を
伝
え
る
と

と
も
に
「
猶
又
吟
味
被
致
御
本
通
り
之
筆
出
候
ハ
ヽ
、
追
々
可
被

差
登
候
」
と
唐
筆
の
調
達
も
進
め
る
よ
う
に
も
伝
え
て
い
ま
す
（
同

年
九
月
二
十
五
日
附
長
専
寺
宛
の
讃
岐
守
書
状
）
。

長
崎
御
坊
に
は
複
数
の
役
僧
が
お
り
、
輪
番
の
職
務
を
補
佐
し

て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
彼
ら
は
呼
寺
号
を
許
さ
れ
て
い
ま

し
た
。
お
そ
ら
く
長
崎
の
奉
行
所
も
公
認
の
寺
号
で
あ
っ
た
ろ
う

と
推
測
し
て
い
ま
す
。
こ
の
呼
寺
号
に
つ
い
て
の
記
事
も
紹
介
し

て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
宝
暦
九
年
正
月
十
二
日
附
称
名
寺
宛

の
四
人
連
署
状
に
、
次
の
よ
う
に
あ
り
ま
す
。

一
役
僧
天
瑞
呼
寺
号
之
儀
令
承
知
候
、
御
坊
相
勤
候
内
者
半

御
礼
ニ
而
呼
寺
号
御
免
可
被
成
下
候
、
御
坊
離
候
節
者
、

残
り
半
御
礼
不
差
上
候
而
者
、
寺
号
相
立
不
申
候
、
其
覚

悟
ニ
候
ハ
ヽ
半
御
礼
銀
高
金
弐
両
弐
歩
ト
銀
百
廿
三
匁
二

分
五
毛
、
勝
手
次
第
可
指
上
候
、
其
節
御
免
書
可
差
下
候

間
、
老
母
大
病
存
命
之
内
之
願
ニ
候
ハ
ヽ
見
合
可
被
申
渡

候
、
尤
御
定
法
之
証
文
等
も
有
之
候
間
、
其
節
差
上
候
様

可
被
致
候

後
半
の
「
老
母
大
病
」
と
呼
寺
号
の
話
が
う
ま
く
繋
が
っ
て
い

な
い
よ
う
に
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
筆
録
に
際
し
て
脱
文
が
あ
る
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
呼
寺
号
に
つ
い
て
は
長
崎
御
坊
に
勤
め
て

い
る
な
ら
ば
礼
金
は
半
額
で
、
御
坊
勤
務
を
終
わ
っ
た
と
き
に
呼

寺
号
を
名
乗
ら
な
い
な
ら
ば
、
残
り
の
半
分
の
礼
金
は
納
め
な
く

と
も
よ
い
が
、
残
り
を
納
め
た
な
ら
ば
御
免
書
を
授
与
す
る
と
い

う
こ
と
の
よ
う
で
す
。

し
か
し
、
礼
金
免
除
で
呼
寺
号
を
許
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
よ

う
で
す
。
宝
暦
十
年
十
二
月
二
十
六
日
附
称
名
寺
宛
の
四
人
連
署

状
に
は
「
去
ル
子
年
一
老
教
心
寺
致
病
死
、
後
見
嶺
応
江
被
仰
付

呼
寺
号
遍
照
寺
与
無
御
礼
銀
御
免
被
成
置
候
」
と
あ
り
ま
す
。「
去
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ル
子
年
」
で
す
か
ら
宝
暦
六
年
の
こ
と
で
し
ょ
う
。
こ
の
連
署
状

は
、
こ
の
呼
寺
号
遍
照
寺
の
役
僧
も
宝
暦
十
年
夏
に
大
病
を
患
い

隠
居
し
、
跡
を
継
ぐ
俊
応
は
一
旦
、
呼
寺
号
が
召
し
上
げ
ら
れ
て
、

あ
ら
た
め
て
出
願
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
記
し
て
い
ま
す
。
呼
寺

号
は
あ
く
ま
で
僧
侶
個
人
に
許
可
さ
れ
る
も
の
で
す
か
ら
当
然
の

処
置
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
半
額
の
礼
金
が
通

例
で
あ
っ
た
と
し
て
礼
金
な
し
で
も
許
可
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
と

い
う
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。
筆
者

に
は
、
こ
れ
が
本
願
寺
か
ら
地
理
的
に
遠
い
僻
地
特
例
で
は
な
い

か
と
い
う
こ
と
が
頭
を
よ
ぎ
り
ま
す
。

さ
き
に
呼
寺
号
は
、
お
そ
ら
く
長
崎
の
奉
行
所
も
公
認
で
あ
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
書
き
ま
し
た
。
下
寺
開
基
帳
で
は
、
呼
寺
号

の
役
僧
に
相
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
寺
院
を
長
崎
御
坊
の
寺
中
寺

院
と
し
て
五
か
寺
を
書
き
上
げ
て
い
ま
す
（
下
寺
開
基
帳
で
の
表

記
は
「
地
中
」
で
す
が
、
本
稿
で
は
寺
中
と
表
記
し
ま
す
）
。
そ

し
て
「
寺
号
御
本
山
御
免
ニ
候
得
共
、
国
役
所
へ
通
り
不
申
」
と

注
記
さ
れ
て
い
る
寺
中
寺
院
も
あ
り
ま
す
が
、
本
稿
全
体
の
記
述

を
通
し
て
考
え
て
も
、
長
崎
奉
行
所
が
役
僧
の
呼
寺
号
を
、
公
儀

で
は
不
認
可
の
寺
号
で
あ
る
と
し
て
咎
め
る
よ
う
な
兆
候
は
一
切

み
い
だ
せ
ま
せ
ん
。
公
認
と
ま
で
評
価
で
き
る
の
か
は
措
く
と
し

て
も
、
少
な
く
と
も
黙
認
、
あ
る
い
は
呼
寺
号
は
た
ん
に
役
僧
を

「
な
に
な
に
寺
」
と
称
し
て
い
る
だ
け
で
、
寺
院
と
し
て
の
寺
号

で
は
な
い
と
理
解
し
て
い
た
の
か
と
も
思
え
ま
す
（
こ
れ
が
呼
寺

号
の
本
来
の
意
味
で
し
ょ
う
）
。

し
か
し
、
幕
末
期
に
本
願
寺
で
作
成
さ
れ
た

下
寺
開
基
帳
に

先
の
よ
う
な
注
記
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
惣
道
場
寺
院
の
寺
号

が
呼
寺
号
で
あ
っ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
畿
内
・
近
国
に
お
け
る

認
識
が
、
下
寺
開
基
帳
に
は
当
然
、
色
濃
く
反
映
し
て
お
り
（
呼

寺
号
を
名
目
に
、
新
寺
が
建
立
さ
れ
た
り
し
ま
す
）
、
長
崎
の
状

況
と
比
較
す
る
と
本
願
寺
と
の
地
理
的
な
距
離
が
も
た
ら
す
認
識

の
差
を
読
み
取
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

地
名
大
系
の
項
目
の
補
訂
か
ら
は
趣
旨
が
外
れ
ま
す
が
、
本
願

寺
と
長
崎
御
坊
の
地
理
的
な
距
離
に
つ
い
て
も
う
少
し
拘
り
た
い

と
思
い
ま
す
。
少
し
時
代
が
新
し
く
な
り
ま
す
が
、
天
明
四
年
（
一

七
八
四
）
九
月
晦
日
附
長
崎
惣
法
中
・
惣
門
徒
中
宛
の
三
人
連
署

状
（
「
肥
前
国
諸
記
」
）
を
提
示
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
連
署
状

で
三
人
は
、
「
然
者
其
地
法
義
相
続
之
儀
弥
無
懈
怠
相
続
有
之
候

哉
、
遠
境
之
事
故
如
何
与
無
御
心
許
被
思
召
候
」
と
法
如
宗
主
の

想
い
を
伝
え
て
、
講
の
結
成
を
促
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
以
前
に
長

崎
御
坊
で
は
十
一
日
講
の
結
成
が
許
可
さ
れ
て
い
た
の
で
す
が
、

「
近
年
不
繁
昌
之
躰
歎
ケ
敷
被
思
召
候
間
」
と
い
う
状
況
だ
っ
た

よ
う
で
す
。
天
明
五
年
十
一
月
朔
日
附
大
光
寺
宛
の
石
見
守
・
讃

岐
守
・
兵
部
卿
連
署
状
（
同
前
）
に
は
、「
先
便
破
船
之
趣
ニ
付
、

為
念
再
応
被
申
越
候
旨
致
承
知
候
」
な
ど
と
み
え
、
船
便
が
難
破

す
る
こ
と
も
あ
り
、
よ
け
い
に
本
願
寺
に
長
崎
御
坊
と
の
距
離
を

意
識
さ
せ
た
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
ま
す
。

で
は
、
地
名
大
系
（
三
）
の
後
半
と
（
四
）
の
補
訂
に
入
り
ま

す
が
、
長
専
寺
・
随
専
寺
を
取
り
あ
げ
る
前
に
称
名
寺
の
輪
番
交

代
に
つ
い
て
、
記
事
を
示
し
て
お
き
ま
す
。
宝
暦
十
年
十
二
月
二

十
六
日
附
称
名
寺
宛
の
四
人
連
署
状
に
「
然
者
其
方
兼
而
願
之
通



（11）2023 年 9 月 30 日 本願寺史料研究所報 (第 65 号)

交
代
被
仰
付
、
為
代
輪
番
法
雲
寺
被
仰
付
候
、
来
春
二
月
上
旬
差

下
申
候
間
可
被
得
其
意
候
、
尤
其
心
得
ニ
而
公
辺
表
首
尾
能
引
渡
、

御
為
宜
様
取
計
可
被
申
候
」
と
あ
り
ま
す
の
で
、
「
兼
而
」
が
ど

れ
く
ら
い
時
間
を
遡
る
の
か
判
り
ま
せ
ん
が
、
称
名
寺
は
交
代
の

希
望
を
本
願
寺
に
伝
え
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
、
翌
宝
暦
十
一
年
二
月
に
交
代
の
た
め
に
長
崎
に
下
る

予
定
で
あ
っ
た
法
雲
寺
が
病
気
と
な
り
四
月
に
就
任
を
断
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。
代
わ
っ
て
輪
番
に
任
命
さ
れ
た
の
が
随
専
寺
で
す

（
宝
暦
十
一
年
四
月
十
二
日
附
称
名
寺
宛
の
四
人
連
署
状
）
。
た

だ
、
こ
の
随
専
寺
は
長
崎
御
坊
の
輪
番
と
豊
前
国
宇
佐
郡
四
日
市

御
兼
帯
所
の
本
堂
再
建
を
「
相
兼
取
計
」
う
こ
と
も
命
じ
ら
れ
て

い
ま
し
た
（
宝
暦
十
一
年
四
月
二
十
五
日
附
豊
前
国
内
陣･

余
間

・
飛
檐
・
国
絹
袈
裟
・
惣
坊
主
・
惣
門
徒
中
宛
の
四
人
連
署
状
）
。

長
崎
と
四
日
市
兼
帯
所
は
四
人
連
署
状
に
「
国
越
道
程
茂
可
有
之

候
得
共
」
と
あ
る
よ
う
に
、
実
際
か
な
り
距
離
が
あ
り
ま
す
が
、

こ
の
兼
務
は
宝
暦
十
三
年
五
月
に
長
安
寺
と
交
代
す
る
ま
で
つ
づ

き
ま
す
（
同
年
五
月
十
八
日
附
渡
辺
三
省
宛
の
五
人
連
署
状
に
は
、

「
大
映
儀
長
安
寺
与
被
成
」
と
あ
り
ま
す
の
で
、
お
そ
ら
く
役
僧

を
呼
寺
号
の
長
安
寺
と
し
た
の
で
し
ょ
う
）
。

た
だ
し
、
交
代
後
も
四
日
市
兼
帯
所
の
「
寺
法
儀
」
や
本
堂
再

建
の
「
御
用
向
」
は
長
崎
御
坊
輪
番
随
専
寺
が
兼
役
し
ま
す
（
宝

暦
十
三
年
五
月
十
八
日
附
楫
斐
十
太
夫
宛
と
四
日
市
兼
帯
所
役
僧

中
宛
、
さ
ら
に
渡
辺
三
省
宛
の
五
人
連
署
状
な
ど
）
。
随
専
寺
の

輪
番
着
任
は
六
月
末
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
宝
暦
十
一
年
八
月
十
七

日
附
長
崎
御
坊
随
専
寺
宛
の
三
人
連
署
状
に
「
然
者
去
月
朔
日
御

奉
行
所
表
、
称
名
寺
同
道
引
渡
無
滞
相
済
候
由
、
称
名
寺
無
難
帰

京
委
細
令
承
知
候
」
と
あ
り
、
七
月
朔
日
に
は
前
任
者
の
称
名
寺

と
二
人
で
長
崎
奉
行
所
に
着
任
の
届
け
を
出
し
て
い
ま
す
。
こ
の

連
署
状
に
は
、
着
任
時
の
長
崎
御
坊
の
状
況
に
つ
い
て
、
「
光
蓮

寺
被
相
務
候
記
録
無
之
由
」
や
「
聞
光
寺
在
番
中
差
下
候
連
署
記

録
等
無
之
由
」
と
あ
る
よ
う
に
御
坊
運
営
・
管
理
の
記
録
が
な
い

よ
う
な
状
況
で
し
た
。
財
政
的
に
も
「
御
坊
御
賄
之
儀
ニ
付
、
講

中
致
方
不
宜
、
当
時
借
銀
有
之
、
彼
是
差
支
候
由
、
差
当
御
自
分

不
勝
手
令
推
察
候
」
と
あ
り
ま
す
の
で
、
複
数
の
役
僧
が
勤
め
て

い
た
と
は
い
う
の
も
の
の
、
実
質
的
に
四
日
市
兼
帯
所
（
複
数
の

役
僧
が
い
た
と
推
測
さ
れ
ま
す
）
も
兼
務
す
る
こ
と
は
、
か
な
り

の
激
務
で
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
ま
す
。

輪
番
と
し
て
派
遣
さ
れ
た
随
専
寺
は
、「
諸
国
江
遣
書
状
之
留
」

で
明
和
元
年
（
一
七
六
四
）
二
月
頃
ま
で
は
長
崎
御
坊
の
肩
書
き

が
確
認
で
き
ま
す
が
、
明
和
二
年
正
月
十
九
日
附
四
人
連
署
書
で

は
宛
名
が
長
崎
御
坊
長
専
寺
と
変
化
し
て
い
ま
す
。
こ
の
長
専
寺

は
、
後
記
す
る
よ
う
に
本
願
寺
か
ら
派
遣
さ
れ
た
の
で
は
な
く
長

崎
御
坊
の
呼
寺
号
の
役
僧
で
し
た
。

な
ぜ
、
本
願
寺
か
ら
の
派
遣
さ
れ
る
輪
番
で
は
な
く
、
呼
寺
号

の
役
僧
が
輪
番
に
任
命
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
、
直
接
的
に

事
情
を
語
る
記
事
を
残
念
な
が
ら
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん

で
し
た
。
「
諸
国
江
遣
書
状
之
留
」
に
は
そ
れ
な
り
の
頻
度
で
長

崎
御
坊
に
宛
て
の
連
署
状
が
筆
録
さ
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
長
崎

御
坊
の
輪
番
が
派
遣
か
ら
御
坊
の
役
僧
に
変
わ
る
と
い
う
大
き
な

変
化
に
つ
い
て
、
何
も
筆
録
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
不
思
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議
さ
を
感
じ
ま
す
。
筆
者
が
記
事
を
見
落
と
し
て
い
る
可
能
性
は
、

少
な
い
と
思
い
ま
す
。

四

大
光
寺
の
寺
号
の
復
活
な
ど

た
だ
、
明
和
期
の
輪
番
長
専
寺
が
天
明
元
年
（
一
七
八
一
）
に

次
の
輪
番
に
交
代
す
る
記
事
は
、
少
し
ま
と
ま
っ
て
残
っ
て
い
ま

す
。
「
肥
前
国
諸
記
」
天
明
元
年
に
次
の
記
事
が
あ
り
ま
す
。

申
渡長

崎
御
坊

長
専
寺
達
了

其
御
坊
輪
番
老
僧
達
性
、
数
年
無
滞
相
勤
候
ニ
付
、
其
方
儀

若
年
ニ
候
得
共
、
是
迄
之
通
長
専
寺
与
呼
寺
号
御
免
、
此
度

跡
輪
番
被
仰
付
候
間
難
有
奉
存
、
尤
是
迄
之
通
諸
事
大
切
ニ

可
相
勤
事

月
番

丑
閏
五
月
十
二
日

平
井
玄
蕃

こ
の
「
申
達
」
と
同
じ
閏
五
月
十
二
日
附
で
長
崎
奉
行
所
の
役

人
の
高
木
作
右
衛
門
に
宛
て
た
書
状
に
は
、
「
然
者
其
御
地
本
山

掛
ケ
所
輪
番
長
専
寺
病
身
ニ
罷
成
候
ニ
付
、
此
度
退
役
申
付
候
、

跡
役
之
儀
者
新
発
意
達
了
、
未
若
年
ニ
御
座
候
得
共
、
老
僧
達
性

数
年
無
滞
相
勤
候
ニ
付
、
跡
役
申
付
候
」
と
あ
り
ま
す
の
で
、
明

和
二
年
頃
以
降
の
輪
番
が
呼
寺
号
の
長
専
寺
達
性
で
あ
っ
た
こ
と

が
判
り
ま
す
。
さ
ら
に
跡
役
に
任
命
さ
れ
た
達
了
は
、
達
性
の
新

発
意
で
、
達
性
の
長
専
寺
と
い
う
呼
寺
号
を
ひ
き
つ
づ
き
認
め
ら

れ
て
輪
番
を
勤
め
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
な
お
、
老
僧
で
病
身
と

な
っ
た
達
性
は
、
天
明
元
年
七
月
二
十
九
日
附
下
間
兵
部
卿
・
嶋

田
讃
岐
守
・
平
井
玄
蕃
宛
の
長
専
寺
達
了
の
書
状
に
「
然
者
老
僧

長
専
寺
病
死
仕
候
ニ
付
」
と
あ
り
ま
す
の
で
、
交
代
の
申
達
か
ら

ほ
ど
な
く
亡
く
な
っ
て
い
ま
す
。

以
上
で
地
名
大
系
（
三
）
の
後
半
に
登
場
し
た
長
専
寺
・
随
専

寺
に
つ
い
て
筆
者
に
で
き
る
範
囲
で
補
訂
し
た
つ
も
り
で
す
。
次

は
地
名
大
系
（
四
）
で
す
。
こ
の
（
四
）
に
つ
い
て
は
、
「
肥
前

国
諸
記
」
に
筆
録
さ
れ
た
関
係
記
事
を
解
読
し
て
も
、
一
読
し
た

だ
け
で
は
理
解
が
難
し
い
状
況
が
あ
り
ま
し
た
。
筆
者
も
理
解
に

苦
し
む
箇
所
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ま
ち
が
っ
た
理
解
を
し
て
い
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

「
肥
前
国
諸
記
」
天
明
五
年
八
月
二
十
二
日
附
高
木
菊
次
郎
宛

の
石
見
守
・
讃
岐
守
・
兵
部
卿
の
連
署
状
を
提
示
す
る
こ
と
か
ら

始
め
ま
し
ょ
う
。

一
筆
致
啓
上
候
、
秋
冷
之
節
ニ
御
座
候
処
、
弥
御
堅
勝
被
成

御
勤
役
、
珍
重
之
御
儀
奉
存
候
、
然
者
其
御
地
当
本
山
掛
所

坊
、
是
迄
練
塀
ニ
而
御
座
候
処
、
此
度
諸
国
掛
所
之
通
、
築

地
筋
塀
ニ
被
成
度
候
、
猶
長
専
寺
可
申
出
候
間
、
御
許
容
可

被
下
候
、
且
亦
右
長
専
寺
儀
此
度
於
本
山
内
陣
与
申
寺
官
被

差
許
、
是
迄
之
通
大
光
寺
輪
番
被
申
付
候
間
、
以
後
御
役
所

表
へ
出
礼
之
節
在
来
之
通
御
執
計
被
下
度
候
、
右
両
様
拙
者
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共
ゟ
宜
御
頼
可
得
貴
意
旨
、
本
御
門
主
被
仰
付
如
此
御
座
候
、

恐
惶
謹
言八

月
廿
二
日

石
見
守

讃
岐
守

兵
部
卿

高
木
菊
次
郎
様

連
署
状
に
あ
る
長
崎
御
坊
の
練
塀
は
、
天
明
四
年
六
月
二
十
四

日
の
大
雨
に
よ
っ
て
「
御
堂
前
町
境
石
垣
練
塀
と
も
、
高
サ
六
間
、

横
幅
十
六
間
崩
レ
候
由
、
町
方
在
家
ニ
崩
懸
り
候
故
、
急
ニ
取
繕

有
之
度
、
講
中
と
も
相
談
被
申
候
へ
共
、
近
年
時
節
柄
悪
敷
急
ニ

取
懸
り
も
難
被
致
旨
ニ
付
」
（
「
肥
前
国
諸
記
」
天
明
四
年
十
一

月
十
九
日
附
肥
前
長
崎
御
坊
長
専
寺
宛
の
平
井
石
見
守
・
嶋
田
讃

岐
守
・
下
間
兵
部
卿
の
連
署
状
）
と
い
う
状
況
で
し
た
。
長
専
寺

達
了
が
本
願
寺
の
内
陣
を
許
可
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
よ
り
格

の
高
い
筋
塀
に
し
よ
う
と
し
た
の
で
し
ょ
う
。

こ
の
連
署
状
に
対
し
て
高
木
菊
次
郎
か
ら
先
の
三
人
宛
に
天
明

五
年
九
月
十
九
日
附
で
、
練
塀
に
つ
い
て
は
「
則
大
光
寺
申
出
候

次
第
を
以
取
計
相
済
、
築
地
筋
塀
勝
手
次
第
相
仕
立
候
様
、
大
光

寺
へ
相
達
」
と
、
長
専
寺
の
内
陣
昇
進
に
つ
い
て
も
「
此
度
内
陣

之
寺
官
被
差
許
、
是
迄
之
通
大
光
寺
輪
番
被
仰
付
候
間
、
以
後
出

礼
等
之
節
、
在
来
之
通
有
之
度
（
中
略
）
為
仰
御
紙
面
之
趣
委
細

致
承
知
候
」
と
返
答
し
て
い
ま
す
の
で
、
長
崎
奉
行
所
の
窓
口
と

な
っ
た
高
木
菊
次
郎
の
段
階
で
は
一
応
了
承
さ
れ
た
と
思
わ
れ
ま

す
。

し
か
し
、
内
陣
昇
進
以
降
の
長
専
寺
の
立
場
は
、
輪
番
と
し
て

順
調
に
推
移
せ
ず
に
、
少
し
問
題
が
発
生
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

「
肥
前
国
諸
記
」
天
明
五
年
十
月
朔
日
附
下
間
兵
部
卿
法
眼
・
嶋

田
讃
岐
守
・
平
井
石
見
守
宛
の
大
光
寺
達
了
の
書
状
に
よ
れ
ば
、

「
然
者
私
儀
先
月
十
四
日
帰
坊
仕
候
、
早
速
御
代
官
書
へ
御
連
署

持
参
、
別
帋
之
通
筋
塀
願
・
昇
進
届
二
通
差
出
申
候
処
、
長
専
寺

大
光
寺
相
分
兼
候
間
、
訳
書
付
を
以
可
申
出
と
被
申
候
故
、
別
紙

之
通
訳
書
仕
差
出
候
而
相
済
申
候
」
と
あ
り
ま
す
。
長
崎
奉
行
所

は
、
長
専
寺
と
大
光
寺
と
の
関
係
に
つ
い
て
よ
く
わ
か
ら
な
い
と

し
て
、
達
了
に
「
訳
書
付
」
の
提
出
を
求
め
て
い
ま
す
。
窓
口
と

な
っ
た
高
木
菊
次
郎
の
段
階
で
は
問
題
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
あ
ら
た
め
て
「
訳
書
付
」
の
提
出
を
求
め
ら
れ
た
背
景
に
は
、

次
の
よ
う
な
状
況
が
あ
り
ま
し
た
。

さ
き
の
十
月
朔
日
附
の
達
了
書
状
に
は
「
扨
亦
私
昇
進
之
儀
ニ

付
、
四
ケ
寺
法
中
ゟ
長
専
寺
大
光
寺
、
其
内
昇
進
者
大
光
寺
達
了

へ
御
免
被
成
候
儀
御
尤
ニ
候
、
然
ル
ニ
長
専
寺
ハ
御
本
山
役
僧
故

昇
進
者
有
間
敷
所
、
此
段
相
分
不
申
候
与
、
内
々
承
り
候
処
、
打

寄
り
而
何
れ
此
儀
ハ
御
本
山
へ
訴
出
故
障
可
致
抔
と
申
合
、
夫
故

内
々
公
辺
へ
も
彼
四
ケ
寺
ゟ
役
人
江
申
含
候
趣
、
手
筋
よ
り
承
知

仕
候
」
と
あ
り
ま
す
。
法
中
の
な
か
に
は
、
達
了
は
大
光
寺
達
了

と
し
て
昇
進
し
た
の
か
、
長
専
寺
達
了
と
し
て
昇
進
し
た
の
か
な

ど
に
つ
い
て
疑
念
が
生
ま
れ
て
お
り
、
法
中
か
ら
何
ら
か
の
問
題

提
起
が
長
崎
奉
行
所
に
行
わ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
「
四
ケ

寺
法
中
」
の
疑
問
が
達
了
の
内
陣
昇
進
だ
け
が
原
因
で
は
な
く
、

も
っ
と
微
妙
な
問
題
も
ふ
く
ま
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
想
像
す
る
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の
で
す
が
、
「
肥
前
国
諸
記
」
に
関
係
記
事
は
達
了
側
か
ら
問
題

を
捉
え
た
記
事
し
か
筆
録
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

「
肥
前
国
諸
記
」
天
明
五
年
十
月
朔
日
附
の
書
状
で
達
了
は
、

問
題
を
次
の
よ
う
に
本
願
寺
に
訴
え
て
い
ま
す
。

一
私
昇
進
ニ
付
、
も
や
〳
〵
申
候
も
、
長
専
寺
大
光
寺
之
儀

故
、
夫
通
を
取
柄
ニ
仕
、
法
中
申
事
ニ
候
故
、
此
儀
者
先

達
而
平
井
様
御
宅
ニ
而
役
僧
源
光
寺
を
被
召
御
吟
味
之
節

申
上
候
通
、
先
年
奉
行
所
へ
年
頭
・
八
朔
礼
式
、
諸
寺
社

入
込
、
甚
末
座
ニ
御
座
候
故
、
輪
番
随
専
寺
願
ニ
付
、
諸

寺
社
別
日
ニ
相
成
、
正
月
ハ
五
日
、
八
朔
ハ
二
日
ニ
独
礼

相
勤
申
候
付
、
格
別
宜
く
御
座
候
、
然
ル
処
此
度
大
光
寺

ニ
相
成
候
得
者
、
昔
之
通
ニ
相
成
候
而
者
御
外
聞
ニ
も
相

掛
り
候
故
、
公
辺
役
人
ニ
入
魂
仕
、
何
卒
只
今
大
光
寺
ニ

而
、
長
専
寺
相
勤
候
通
ニ
仕
度
と
相
済
候
上
ニ
而
、
長
専

寺
を
刪
り
申
度
、
夫
迄
ハ
長
専
寺
と
申
名
目
御
立
置
被
下

候
様
ニ
申
上
候
得
者
、
其
通
御
聞
届
被
下
、
昇
進
者
大
光

寺
達
了
へ
御
免
被
成
候
事
ニ
御
座
候
、
夫
ニ
付
而
早
速
役

人
へ
入
魂
仕
候
処
、
何
時
も
相
成
事
ニ
候
間
、
御
本
山
ゟ

其
趣
御
添
簡
参
り
候
得
者
相
済
申
候
間
、
先
御
添
簡
相
願

請
候
様
内
通
御
座
候
、
依
之
此
度
左
之
通
之
意
趣
ニ
而
御

代
官
へ
御
連
署
御
差
下
被
下
度
奉
願
候

此
度
長
専
寺
達
了
儀
、
掛
所
大
光
寺
留
主
居
住
職
申

付
候
間
、
大
光
寺
達
了
与
御
聞
届
被
下
、
猶
亦
其
御

地
住
居
御
免
可
被
下
候
、
御
礼
式
長
専
寺
ニ
而
相
勤

候
通
ニ
被
成
下
度

と
申
様
之
御
文
躰
ニ
而
御
添
簡
被
成
下
度
奉
願
候
間
宜
御

許
容
被
成
下
、
一
刻
も
早
々
御
差
下
被
下
候
得
者
、
来
正

月
ゟ
大
光
寺
ニ
而
相
勤
候
様
ニ
仕
度
候
、
偏
ニ
奉
願
上
候
、

左
様
ニ
相
成
候
得
者
、
法
中
も
何
之
申
分
も
無
御
座
候
と

相
聞
申
候
間
、
奉
恐
入
事
ニ
御
座
候
得
共
、
右
之
趣
之
御

連
署
御
添
簡
早
々
御
差
下
被
下
度
奉
願
候
、
恐
惶
謹
言

大
光
寺

十
月
朔
日

達
了
判

下
間
兵
部
卿
法
眼
様

嶋
田
讃
岐
守
様

平
井
石
見
守
様

こ
の
達
了
の
書
状
を
解
読
し
て
、
長
崎
奉
行
所
が
「
長
専
寺
大

光
寺
相
分
兼
候
」
（
前
引
の
天
明
五
年
十
月
朔
日
附
大
光
寺
達
了

書
状
）
と
な
っ
た
の
と
同
様
に
、
筆
者
の
頭
も
混
乱
し
た
こ
と
を

正
直
に
書
い
て
お
き
ま
す
。

達
了
に
し
て
み
れ
ば
、
そ
れ
ま
で
呼
寺
号
な
が
ら
長
崎
御
坊
輪

番
を
長
専
寺
達
了
と
し
て
役
所
向
き
の
こ
と
も
勤
め
て
き
た
の

が
、
本
願
寺
の
内
陣
の
格
で
大
光
寺
達
了
と
な
っ
て
輪
番
を
勤
め

る
こ
と
に
な
っ
た
と
き
に
、
長
崎
の
役
所
に
お
い
て
も
長
専
寺
の

寺
号
で
輪
番
を
勤
め
て
い
た
と
き
と
同
じ
礼
式
で
扱
わ
れ
る
の
か

ど
う
か
が
問
題
で
あ
っ
た
よ
う
に
読
め
ま
す
。
「
四
ケ
寺
法
中
」

に
し
て
み
る
と
内
陣
昇
進
は
大
光
寺
達
了
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
長

専
寺
は
役
僧
で
あ
る
の
で
昇
進
は
あ
り
え
な
い
（
同
前
）
と
い
う
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も
の
で
す
が
、
も
う
少
し
別
の
要
素
も
あ
っ
た
よ
う
に
も
感
じ
ま

す
。
こ
の
法
中
四
か
寺
に
つ
い
て
、
「
肥
前
国
諸
記
」
天
明
五
年

十
一
月
朔
日
大
光
寺
宛
の
三
人
連
署
状
に
は
「
将
亦
昇
進
之
儀
ニ

付
、
其
地
余
間
四
ケ
寺
法
中
ゟ
彼
是
故
障
之
筋
可
被
申
出
哉
ニ
付
、

先
月
廿
四
日
御
役
所
へ
改
派
押
被
届
置
候
由
尤
之
儀
、
是
亦
致
承

知
候
」
と
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
寺
格
が
余
間
で
あ
る
「
四
ケ
寺
法

中
」
に
し
て
み
れ
ば
、
役
僧
の
長
専
寺
が
寺
格
で
自
分
た
ち
の
上

位
で
あ
る
内
陣
と
な
っ
た
こ
と
に
対
す
る
不
満
が
大
き
か
っ
た
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
長
崎
御
坊
か
ら
長
崎
奉
行
所
に
改
派
押

が
提
出
さ
れ
た
ほ
ど
で
す
か
ら
、
達
了
側
は
「
四
ケ
寺
法
中
」
が

改
派
の
動
き
を
実
際
に
示
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
越
え
て
、
改
派

を
考
え
る
く
ら
い
の
不
満
を
持
っ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い

事
態
だ
と
理
解
し
て
い
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

筆
者
の
頭
が
混
乱
し
た
原
因
の
一
つ
に
、
関
係
記
事
に
は
長
専

寺
が
大
光
寺
に
「
入
寺
」
で
あ
る
と
か
、
「
養
子
」
に
入
る
で
あ

る
と
か
の
表
現
が
一
切
な
い
状
況
で
、
長
専
寺
が
大
光
寺
に
な
る

と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
う
ま
く
イ
メ
ー
ジ
で
き
な
か
っ
た
と
い

う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
長
崎
奉
行
所
か
ら
求

め
ら
れ
て
提
出
し
た
「
訳
書
付
」
で
達
了
自
身
が
説
明
し
て
い
ま

す
。
提
出
し
た
「
訳
書
付
」
は
三
点
あ
り
、
三
つ
と
も
「
巳
九
月
」

附
で
、
宛
所
は
「
御
代
官
御
役
所
」
で
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
署
名
を

違
え
て
い
ま
す
。

一
つ
目
は
「
御
坊
大
光
寺
」
の
署
名
で
、
筋
塀
に
つ
い
て
の
「
口

上
覚
」
、
二
つ
目
が
「
御
坊
大
光
寺
輪
番
長
専
寺
」
の
署
名
で
、

内
陣
昇
進
に
つ
い
て
の
「
口
上
覚
」
、
三
つ
目
は
一
つ
目
と
同
じ

で
「
御
坊
大
光
寺
」
の
署
名
で
、
長
専
寺
と
大
光
寺
の
関
係
に
つ

い
て
の
「
口
上
覚
」
で
す
。

興
味
深
い
の
は
こ
の
三
つ
目
の
「
口
上
覚
」
と
基
本
的
に
同
じ

内
容
を
、
「
九
月
二
十
日
」
附
で
「
御
坊
役
僧
」
と
署
名
し
て
、

お
そ
ら
く
「
四
ケ
寺
法
中
」
と
思
わ
れ
る
四
か
寺
に
「
口
上
」
と

し
て
提
出
し
て
い
る
こ
と
で
す
。
こ
の
「
口
上
」
で
達
了
は
、
次

の
よ
う
に
記
し
て
い
ま
す
（
「
肥
前
国
諸
記
」
天
明
五
年
九
月
二

十
日
附
）
。

（
朱
筆
）

「
三
」

口
上

一
此
度
当
御
坊
へ
内
陣
昇
進
被
仰
付
候
ニ
付
、
身
柄
之
儀
定

而
御
不
審
ニ
可
有
御
座
と
奉
存
候
、
右
内
陣
ハ
則
大
光
寺

と
御
免
被
成
、
長
専
寺
ゟ
致
兼
帯
相
勤
申
候
得
者
、
右
当

御
坊
相
勤
候
間
者
内
陣
ニ
而
相
勤
申
候
、
交
代
仕
候
時
者

長
専
寺
持
前
之
身
分
ニ
而
御
座
候
、
自
庵
御
坊
之
儀
故
、

長
専
寺
と
申
役
僧
を
以
、
大
光
寺
を
兼
帯
相
勤
可
申
と
御

役
人
中
ゟ
御
沙
汰
御
座
候
間
、
公
辺
御
礼
等
之
儀
者
長
専

寺
と
称
し
相
勤
、
御
本
山
向
法
用
之
儀
者
大
光
寺
内
陣
格

ニ
而
相
勤
可
申
と
被
仰
付
候
間
、
右
之
訳
為
御
知
ら
せ
乍

略
儀
如
此
御
座
候
、
以
上

御
坊

九
月
廿
日

役
僧

光
源
寺
様

西
勝
寺
様
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観
善
寺
様

深
宗
寺
様

長
崎
奉
行
所
に
提
出
し
た
「
口
上
覚
」
と
の
内
容
的
な
相
違
点

は
、
文
中
の
中
程
の
「
自
庵
御
坊
之
儀
故
、
長
専
寺
と
申
役
僧
を

以
、
大
光
寺
を
兼
帯
相
勤
可
申
と
御
役
人
中
ゟ
御
沙
汰
御
座
候
間
」

と
あ
る
点
で
す
。
本
願
寺
の
役
人
な
の
か
、
長
崎
奉
行
の
役
人
な

の
か
が
判
り
難
い
の
で
す
が
、
「
御
役
人
中
ゟ
御
沙
汰
」
と
い
う

点
を
前
に
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
若
干
、
弁
解
し
て
い
る
側
面
を

感
じ
な
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
内
容
を
要
約
し
て
抽
出
す
る

と
、
次
の
よ
う
に
な
る
で
し
ょ
う
か
。
（
Ａ
）
内
陣
の
寺
格
は
大

光
寺
と
し
て
許
さ
れ
た
。
（
Ｂ
）
そ
し
て
大
光
寺
は
長
専
寺
が
兼

帯
し
て
勤
め
る
。
（
Ｃ
）
御
坊
の
勤
め
は
内
陣
の
寺
格
に
て
勤
め

る
。
（
Ｄ
）
し
か
し
、
御
坊
を
離
れ
た
と
き
は
、
長
専
寺
と
し
て

の
寺
格
に
な
る
。
（
Ｅ
）
奉
行
所
な
ど
の
公
の
勤
め
は
長
専
寺
の

寺
号
で
勤
め
る
。
（
Ｆ
）
本
願
寺
関
係
の
法
用
は
大
光
寺
の
内
陣

の
寺
格
に
て
勤
め
る
。

達
了
に
よ
る
四
か
寺
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
説
明
は
、
達
了
が

十
月
朔
日
附
で
本
願
寺
に
求
め
た
内
容
と
少
し
齟
齬
が
あ
る
よ
う

に
思
え
ま
す
。
さ
き
に
提
示
し
た
十
月
朔
日
附
の
書
状
で
達
了
は
、

「
何
卒
只
今
大
光
寺
ニ
而
、
長
専
寺
相
勤
候
通
ニ
仕
度
と
相
済
候

上
ニ
而
、
長
専
寺
を
刪
り
申
度
、
夫
迄
ハ
長
専
寺
と
申
名
目
御
立

置
被
下
候
様
ニ
申
上
候
得
者
、
其
通
御
聞
届
被
下
」
と
あ
り
ま
し

た
。
達
了
の
真
意
と
し
て
は
、
後
半
の
「
夫
迄
ハ
長
専
寺
と
申
名

目
御
立
置
」
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
前
半
の
「
長
専
寺
を
刪
り

申
度
」
の
方
に
あ
っ
た
と
考
え
て
い
ま
す
。
で
は
、
「
長
専
寺
を

刪
り
申
度
」
と
は
ど
の
よ
う
な
状
態
を
意
味
し
て
い
る
の
で
し
ょ

う
か
。

そ
の
回
答
は
、
「
肥
前
国
諸
記
」
天
明
五
年
十
一
月
朔
日
附
高

木
菊
次
郎
宛
の
連
署
状
に
あ
り
ま
す
。

一
筆
致
啓
上
候
、
寒
冷
之
節
ニ
御
座
候
処
、
弥
御
堅
勝
被
成

御
勤
役
珍
重
之
御
儀
奉
存
候
、
然
者
其
御
地
本
山
掛
所
大
光

寺
、
是
迄
長
専
寺
達
了
江
輪
番
被
申
付
置
、
御
国
法
寺
法
共

ニ
相
勤
申
候
処
、
此
度
諸
国
自
庵
掛
所
之
例
ニ
被
任
、
右
達

了
大
光
寺
留
主
居
住
職
被
申
付
、
長
専
寺
者
被
相
除
候
間
、

其
御
地
人
別
ニ
御
加
へ
被
下
、
御
役
所
筋
御
礼
席
等
之
儀
、

是
迄
之
通
相
勤
候
様
被
成
下
度
候
、
此
段
拙
者
共
ゟ
厚
御
頼

可
得
貴
意
旨
、
本
御
門
主
被
仰
付
如
此
御
座
候
、
恐
惶
謹
言

十
一
月
朔
日

連
名

高
木
菊
次
郎
様

問
題
は
「
右
達
了
大
光
寺
留
主
居
住
職
被
申
付
、
長
専
寺
者
被

相
除
候
間
、
其
御
地
人
別
ニ
御
加
へ
被
下
、
御
役
所
筋
御
礼
席
等

之
儀
、
是
迄
之
通
相
勤
候
様
被
成
下
度
候
」
と
い
う
箇
所
で
し
ょ

う
。
つ
ま
り
、
達
了
を
「
其
御
地
人
別
」
の
長
専
寺
の
と
こ
ろ
か

ら
削
除
し
、
大
光
寺
の
人
別
の
と
こ
ろ
に
書
き
加
え
る
と
い
う
こ

と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
消
え
た
の
は
大
光
寺
の
寺
号
で
は
な

く
、
お
そ
ら
く
長
専
寺
の
寺
号
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

「
入
寺
」
で
も
な
く
「
養
子
」
で
も
な
い
、
現
代
的
に
表
現
し
て
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み
れ
ば
「
法
人
の
設
置
者
変
更
」
と
い
う
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
で
捉

え
れ
ば
い
い
よ
う
に
感
じ
ま
す
。
本
願
寺
に
は
、
高
木
菊
次
郎
か

ら
は
十
一
月
十
九
日
附
で
了
承
の
書
状
が
十
二
月
に
な
っ
て
か
ら

到
着
し
ま
し
た
。
以
上
で
地
名
大
系
（
四
）
の
「
同
一
一
年
」
に

（

マ

マ

）

大
光
寺
の
旧
寺
号
に
復
し
た
と
い
う
箇
所
ま
で
補
訂
で
き
た
つ
も

り
で
す
。五

八
世
達
了
の
院
家
昇
進

最
後
は
、
地
名
大
系
（
五
）
の
大
光
寺
達
了
が
文
化
八
年
（
一

八
一
一
）
に
院
家
に
昇
進
し
た
と
い
う
点
に
つ
い
て
本
願
寺
の
史

料
を
紹
介
し
ま
す
。
そ
の
前
に
、
幕
末
期
の
下
寺
開
基
帳
に
筆
録

さ
れ
た
大
光
寺
達
了
に
関
す
る
記
事
を
年
代
記
風
に
一
覧
に
し
て

み
ま
し
ょ
う
。

平
自
剃
刀

天
明
元
年
五
月
十
日
（
御
免
書
留
ニ

云
）

永
代
国
絹
袈
裟

天
明
五
年
五
月
十
三
日
（
座
列
ニ
云
）

永
代
飛
檐

天
明
五
年
六
月
五
日
（
座
列
ニ
云
）

永
代
余
間

天
明
五
年
七
月
（
御
免
物
ニ
云
）

永
代
内
陣

天
明
五
年
八
月
六
日
（
座
列
ニ
云
）

院
家

文
化
八
年
六
月
八
日
（
座
列
ニ
云
）

往
生

文
化
十
年
五
月
朔
日
（
往
生
志
上
納

帳
ニ
云
）

院
号
（
慈
恩
院
）

文
化
十
一
年
六
月
十
三
日
（
房
号
留

ニ
云
）

達
了
以
降
の
住
職
も
提
示
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

◎
按
察
使
達
英

内
陣
得
度
（
十
一
歳
）
文
化
二
年
四
月
三
日
（
御
免
書
留
ニ

云
）

院
家
住
持
相
続

文
化
十
年
十
一
月
二
十
四
日
（
座
列

ニ
云
）

紫
袈
裟

文
政
五
年
四
月
三
日
（
座
列
ニ
云
）

隠
居

天
保
八
年
八
月
（
御
免
物
留
ニ
云
）

◎
達
朗

得
度
（
十
一
歳
）

天
保
五
年
九
月
二
十
九
日
（
御
免
書

留
并
座
列
ニ
云
）

年
月
日
の
後
ろ
の
（

）
内
は
す
べ
て
朱
筆
で
、
下
寺
開
基
帳

の
作
成
に
際
し
、
本
願
寺
の
役
人
が
記
述
の
根
拠
に
し
た
記
録
で
、

本
願
寺
内
に
蓄
積
さ
れ
て
い
た
記
録
で
す
。
最
初
の
「
平
自
剃
刀
」

と
は
平
僧
の
自
剃
刀
で
す
か
ら
、
達
了
は
同
年
の
天
明
元
年
閏
五

月
に
跡
役
の
輪
番
を
命
じ
ら
れ
る
一
か
月
前
に
長
崎
の
地
元
で
僧

侶
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
不
思
議
な
の
は
、
達
了
が
国
絹

袈
裟
か
ら
内
陣
の
格
に
昇
進
す
る
の
が
、
ほ
ぼ
ひ
と
月
ご
と
で
あ

る
こ
と
で
す
。
か
な
り
異
例
な
こ
と
だ
と
思
う
の
で
す
が
、
「
肥

前
国
諸
記
」
に
は
、
内
陣
へ
の
昇
進
の
こ
と
し
か
筆
録
さ
れ
て
い

ま
せ
ん
。
こ
れ
も
不
思
議
で
す
。
下
寺
帳
の
通
り
で
あ
る
な
ら
ば
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法
中
四
か
寺
に
と
っ
て
、
は
じ
め
長
専
寺
達
了
は
自
分
た
ち
よ
り

下
位
の
格
を
許
さ
れ
て
い
た
だ
け
で
す
が
、
天
明
五
年
五
月
に
永

代
国
絹
袈
裟
に
昇
進
し
て
以
降
は
ほ
ぼ
一
月
ご
と
に
昇
進
し
、
三

か
月
後
に
は
自
分
た
ち
の
余
間
の
格
を
越
え
て
内
陣
に
ま
で
昇
進

す
る
と
い
う
よ
う
な
事
態
が
彼
ら
の
不
満
を
喚
起
さ
せ
た
可
能
性

が
大
き
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

一
覧
に
示
し
た
大
光
寺
達
了
の
院
家
昇
進
に
つ
い
て
は
、
「
肥

前
国
諸
記
」
で
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
文
化
十
一
年
六
月

二
十
一
日
附
高
木
作
右
衛
門
宛
の
二
人
連
署
状
に
「
然
者
其
御
地

本
山
掛
所
大
光
寺
儀
、
由
緒
有
之
院
家
昇
進
被
仰
付
候
」
と
あ
り

ま
す
。
高
木
作
右
衛
門
か
ら
は
七
月
二
十
八
日
附
で
二
人
に
宛
て

た
承
知
の
返
書
が
筆
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
な
お
、
文
化
十
年
の
往

生
と
文
化
十
一
年
の
院
号
追
贈
に
つ
い
て
は
「
肥
前
国
諸
記
」
で

は
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

お
わ
り
に

以
上
の
内
容
は
、
最
初
に
断
っ
た
よ
う
に
地
名
大
系
の
項
目
「
大

光
寺
」
に
つ
い
て
の
記
述
を
補
訂
す
る
こ
と
を
試
み
た
も
の
で
す

が
、
批
判
の
意
図
は
ま
っ
た
く
あ
り
ま
せ
ん
。
地
名
大
系
に
立
項

さ
れ
た
各
項
目
は
、
事
典
と
い
う
非
常
に
厳
し
い
制
約
が
あ
る
な

か
で
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
充
分
に
承
知
し
て
い
る
つ
も
り
で

す
（
か
つ
て
、
筆
者
も
別
の
県
の
巻
で
体
験
し
ま
し
た
）
。
地
名

大
系
の
記
述
に
は
、
本
願
寺
の
史
料
を
調
べ
る
道
し
る
べ
を
筆
者

に
示
し
て
く
れ
た
こ
と
に
感
謝
し
つ
つ
、
本
願
寺
の
史
料
に
は
こ

の
よ
う
な
記
事
が
あ
り
ま
す
と
い
う
紹
介
に
な
っ
て
い
れ
ば
、
ひ

と
ま
ず
こ
の
本
稿
を
書
い
た
目
的
は
達
せ
ら
れ
ま
す
。
最
初
に
断

っ
て
お
く
べ
き
で
し
た
が
、
そ
の
た
め
に
目
障
り
に
な
る
の
を
覚

悟
で
史
料
の
出
典
を
し
つ
こ
く
明
記
し
ま
し
た
。

な
お
、
地
名
大
系
の
記
述
の
補
訂
の
た
め
に
展
開
し
た
「
諸
国

江
遣
書
状
之
留
」
と
「
肥
前
国
諸
記
」
は
、
特
定
の
期
間
の
分
に

限
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
前
後
の
期
間
に
つ
い
て
も
あ
ら
た
め

て
展
開
を
す
れ
ば
さ
ら
に
興
味
深
い
記
事
に
出
会
え
る
可
能
性
が

あ
る
で
し
ょ
う
。
さ
ら
に
、
天
保
期
か
ら
幕
末
維
新
期
に
か
け
て

の
留
役
所
「
肥
前
諸
記
」
も
展
開
す
れ
ば
、
長
崎
御
坊
が
御
坊
と

し
て
は
終
焉
を
迎
え
る
事
情
に
つ
い
て
も
探
れ
る
可
能
性
も
あ
り

ま
す
。
し
か
し
、
本
稿
の
課
題
を
超
え
て
い
ま
す
の
で
、
探
索
が

及
び
ま
せ
ん
で
し
た
。

本
稿
が
、
長
崎
御
坊
の
近
世
史
に
興
味
を
持
た
れ
て
い
る
方
の

さ
さ
や
か
な
道
し
る
べ
と
な
れ
ば
幸
い
で
す
。

【
付
記
】

コ
ロ
ナ
状
況
が
落
ち
着
き
を
み
せ
筆
者
に
も
図
書
館
が
利
用
可

能
と
な
っ
て
、
『
長
崎
市
史
（
地
誌
編
仏
寺
部
・
上
）
』
（
大
正
十

二
年
三
月
）
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
『
長
崎
県
の
地

名
』
に
お
け
る
本
稿
で
補
訂
を
試
み
た
範
囲
の
記
述
は
、
こ
の
『
長

崎
市
史
』
の
「
大
谷
山
大
光
寺
」
の
記
述
が
基
礎
に
な
っ
て
い
ま

し
た
。

さ
ら
に
、
ま
っ
た
く
迂
闊
な
こ
と
な
の
で
す
が
、
本
稿
を
書
い

て
一
年
以
上
も
経
過
し
て
、
本
願
寺
史
料
研
究
所
の
採
訪
史
料
写
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真
フ
ァ
イ
ル
「
大
光
寺
資
料
」
に
「
御
本
山
上
り
由
緒
書
下
書
也
」

（
袋
綴
の
冊
子
）
が
あ
る
こ
と
に
よ
う
や
く
気
が
つ
き
ま
し
た
。

『
長
崎
市
史
』
が
参
照
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
判
断
で
き
ま
せ
ん

が
、
地
名
大
系
は
参
照
し
て
い
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
。

「
御
本
山
上
り
由
緒
書
下
書
也
」
は
、
筆
跡
や
添
削
の
状
況
か

ら
す
る
と
、
ま
さ
に
由
緒
書
の
下
書
き
と
考
え
て
ま
ち
が
い
あ
り

ま
せ
ん
。
筆
録
さ
れ
て
い
る
記
事
の
元
号
か
ら
、
天
保
末
期
か
ら

弘
化
初
期
の
成
立
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
お
そ
ら
く
本
願
寺

史
料
研
究
所
に
よ
る
調
査
は
、
昭
和
三
十
年
代
後
半
か
ら
四
十
年

代
前
半
く
ら
い
に
実
施
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
。

撮
影
さ
れ
た
写
真
は
ピ
ン
ト
が
甘
い
た
め
、
細
部
の
解
読
は
容

易
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
本
稿
の
内
容
に
関
わ
る
ポ
イ
ン
ト
を
、
筆

者
の
衰
え
た
視
力
で
も
読
み
取
れ
る
範
囲
で
抽
出
す
る
と
以
下
の

よ
う
に
な
り
ま
す
。

大
光
寺
は
、
慶
長
十
九
年
（
一
六
一
四
）
に
紺
屋
町
に
創
建
、

元
和
七
年
に
開
基
慶
了
が
寺
号
を
許
さ
れ
、
明
暦
二
年
（
一
六
五

六
）
に
「
只
今
之
地
ニ
引
移
」
、
さ
ら
に
そ
れ
以
前
の
第
二
代
西

詠
が
慶
安
二
年
（
一
六
四
九
）
に
「
御
本
山
へ
寺
差
上
申
候
、
夫

ゟ
以
来
御
留
守
居
与
公
儀
へ
も
相
届
ケ
御
座
候
」
と
あ
り
ま
す
。

第
三
代
西
祐
以
降
、
西
順
・
鳳
瑞
と
相
承
さ
れ
る
歴
代
も
、
そ
の

誕
生
年
・
往
生
年
と
留
守
居
と
し
て
の
在
番
年
数
が
列
記
さ
れ
て

い
ま
す
。
延
享
三
年
（
一
七
四
六
）
に
退
院
を
命
じ
ら
れ
た
六
代

慶
栄
に
つ
い
て
も
記
載
は
同
様
で
、
誕
生
年
・
往
生
年
に
つ
づ
い

て
「
在
番
八
年
」
と
あ
り
、
慶
栄
以
前
の
歴
代
の
在
番
年
数
に
比

較
し
て
短
い
と
い
う
点
に
、
退
院
を
命
じ
ら
れ
た
こ
と
の
反
映
が

あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
退
院
の
理
由
な
ど
に
つ
い
て
は
ま
っ
た
く
記
述
が
あ

り
ま
せ
ん
。
本
稿
で
留
守
居
の
交
代
や
本
願
寺
か
ら
の
輪
番
派
遣

の
状
況
を
復
元
し
ま
し
た
が
、
慶
栄
以
降
に
本
願
寺
か
ら
派
遣
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
輪
番
の
寺
号
や
在
任
期
間
な
ど
も
正
確
に
記

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
ま
す
。

採
訪
史
料
写
真
フ
ァ
イ
ル
「
大
光
寺
資
料
」
に
は
、
「
御
本
山

上
り
由
緒
書
下
書
也
」
に
つ
づ
い
て
仮
綴
（
写
真
で
判
断
す
る
と

二
紙
の
み
）
の
記
録
の
写
真
が
フ
ァ
イ
ル
さ
れ
て
い
ま
す
。
筆
跡

か
ら
判
断
す
る
と
、
「
御
本
山
上
り
由
緒
書
下
書
也
」
よ
り
成
立

時
期
が
遡
る
史
料
で
す
。
こ
れ
も
大
光
寺
創
立
に
関
わ
る
記
録
で

す
。
そ
の
な
か
に
「
元
禄
十
七
年
御
坊
被
成
、
大
坂
御
堂
同
様
」

と
読
め
る
記
述
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
記
事
は
、
本
文
の
「
二

御

坊
の
留
守
居
と
輪
番
」
で
提
示
し
た
「
富
島
旧
記
」
の
な
か
の
「
天

和
二
年
已
降
日
記
」
宝
永
二
年
（
一
七
〇
五
）
条
の
記
述
と
符
合

し
て
い
ま
す
。

や
は
り
、
第
二
代
西
詠
が
慶
安
二
年
に
寺
地
を
本
願
寺
に
献
上

し
た
と
き
に
、
西
詠
が
留
守
居
と
な
っ
た
と
い
う
の
は
、
本
願
寺

の
兼
帯
所
と
し
て
の
大
光
寺
の
留
守
居
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
て
、

大
光
寺
が
長
崎
御
坊
に
な
っ
た
の
は
、
そ
の
年
の
三
月
に
宝
永
と

改
元
さ
れ
る
「
元
禄
十
七
年
」
（
一
七
〇
四
）
で
、
翌
宝
永
二
年

に
は
御
坊
に
相
応
し
く
格
の
高
い
御
影
と
し
て
親
鸞
聖
人
等
身
御

影
が
授
与
さ
れ
た
と
考
え
れ
ば
い
い
の
で
し
ょ
う
。

（
さ
う
だ

ま
さ
ゆ
き

種
智
院
大
学
特
任
教
員

本
願
寺
史
料
研
究
所
委
託
研
究
員
）
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《
研
究
所
の
諸
活
動
（
二
〇
二
二
年
度
）
》

１
．
本
願
寺
史
料
研
究
所
保
管
の
文
書
調
査
・
整
理

２
．
研
究
の
社
会
的
還
元

（
１
）『
本
願
寺
史
料
研
究
所
報
』
の
編
集
・
発
行

第
六
三
号
、
二
〇
二
二
年
九
月
三
〇
日
刊
行

第
六
四
号
、
二
〇
二
三
年
三
月
三
〇
日
刊
行

（
２
）
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
更
新

３
．
『
本
願
寺
教
団
史
料
』
近
畿
編
Ⅱ
（
大
阪
編
）
の
編
集

４
．
本
願
寺
文
化
財
に
関
す
る
こ
と

５
．
諸
寺
院
並
び
に
研
究
所
・
図
書
館
等
の
史
料
調
査

６
．
『
増
補
改
訂

本
願
寺
史
』
の
編
集

【
第
四
巻
】
資
料
収
集
・
整
理
・
編
集

７
．
公
開
講
座

赤
松
徹
眞
（
本
願
寺
史
料
研
究
所
長
）

「
立
教
開
宗
八
〇
〇
年
の
歴
史
的
意
義
―
混
と
ん
と
す
る
現
代
と
自

己
を
問
う
―
」

辻
岡
健
志
氏
（
宮
内
庁
書
陵
部
図
書
課
宮
内
公
文
書
館
研
究
員
）

「
関
東
大
震
災
と
築
地
本
願
寺
―
震
災
か
ら
復
興
へ
―
」

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
拡
大
状
況
を
受
け
、
例
年
の
二
会
場
（
東

京
・
京
都
）
で
の
開
催
を
取
り
や
め
、
御
正
忌
報
恩
講
法
要
期
間
限
定
（
二

〇
二
三
年
一
月
九
日
か
ら
一
六
日
）
の
オ
ン
ラ
イ
ン
配
信
を
実
施

８
．
そ
の
他

（
１
）
本
願
寺
・
真
宗
史
に
関
す
る
質
問
へ
の
回
答

（
２
）
他
の
研
究
機
関
・
研
究
者
と
の
研
究
連
携

（
３
）
他
機
関
・
研
究
者
よ
り
の
保
管
資
史
料
類
の
閲
覧
依
頼
に

対
す
る
資
料
提
供

《
編
集
後
記
》

本
号
は
、
左
右
田
昌
幸
氏
か
ら
近
世
の
長
崎
御
坊
に
関
す
る
原

稿
を
頂
戴
し
ま
し
た
。
ご
覧
の
よ
う
に
、『
長
崎
県
の
地
名
』
（
日

本
歴
史
地
名
大
系
第
四
三
巻
、
平
凡
社
、
二
〇
〇
一
年
）
の
「
大

光
寺
」
の
項
目
を
手
が
か
り
と
し
な
が
ら
、
近
世
の
長
崎
御
坊
に

つ
い
て
の
本
願
寺
関
係
史
料
を
検
討
し
、
同
項
目
の
補
訂
を
試
み

た
内
容
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
長
崎
御
坊
を
め
ぐ
る
や
り
取
り
の

な
か
に
、
当
時
の
本
山
と
地
域
と
の
関
係
や
人
事
の
あ
り
よ
う
、

ま
た
長
崎
の
地
域
的
特
色
が
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
よ
う
で
、
読

み
進
め
る
う
ち
に
様
々
な
想
像
が
膨
ら
ん
で
き
ま
す
。

実
は
、
日
本
歴
史
地
名
大
系
は
、
当
研
究
所
の
日
頃
の
業
務
の

な
か
で
も
活
用
頻
度
が
高
い
シ
リ
ー
ズ
で
す
。
浄
土
真
宗
に
特
化

し
た
書
籍
と
い
う
わ
け
で
は
も
ち
ろ
ん
あ
り
ま
せ
ん
が
、
各
地
の

本
願
寺
派
関
係
寺
院
の
有
益
な
情
報
が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

多
く
、
か
な
り
頻
繁
に
お
世
話
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
り
、
こ
の
数
年
は

公
開
講
座
は
オ
ン
ラ
イ
ン
配
信
で
し
た
が
、
感
染
状
況
も
変
化
し
、

対
面
で
の
実
施
が
可
能
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
と
は
い
え
、
オ
ン

ラ
イ
ン
配
信
の
メ
リ
ッ
ト
も
捨
て
が
た
い
と
こ
ろ
。
悩
ま
し
い
問

題
で
す
が
、
よ
り
よ
い
開
催
形
式
を
模
索
し
た
く
思
い
ま
す
。

感
染
症
の
危
機
が
低
下
し
、
人
び
と
が
関
心
を
寄
せ
な
く
な
っ

た
と
し
て
も
、
か
つ
て
の
社
会
に
戻
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

混
と
ん
と
す
る
現
代
を
ど
う
生
き
抜
け
ば
よ
い
か
。
こ
の
激
動
の

数
年
を
振
り
返
り
な
が
ら
、
ま
た
仏
法
と
そ
の
歴
史
に
照
ら
し
な

が
ら
、
考
え
て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。


